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１ 行政経営改革の必要性 

  本市はこれまで、徹底した経営資源（ヒト、モノ、カネ）の配分や事業の見直しなど、

不断の行政改革に取り組み、現行の行政サービス水準を維持してきました。 

  しかし、今後直面する少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、さらには公共施設等の

老朽化など今までに経験したことのない課題に対応するためには、現行の行政改革の取組

みだけでは限界に達しています。 

  このため、これまで以上に民間の優れた経営理念や手法を積極的に取り入れながら、成

果に重点を置いて、市民にとって最適な施策・事業を選択していく行政経営の視点から改

革に取り組む必要があります。 

  今こそ、次世代を担う子どもたちに「健全なままの白井市」を引き継ぐため、未来につ

ながる大胆な行政経営改革に着手する時期であると捉えています。 

 

〔市民の声〕 

第１３回住民意識調査（平成２６年５月実施）によると、行財政改革の取組みにつ

いて特に力を入れる必要があることの第１位は、「民間の経営手法を見習い、合理的

な行財政運営を行う」でした。 

 

 

２ これまでの行政改革の取組みの総括 

  本市では、昭和６１年１月に「第１次行政改革大綱」を策定して以来、現在の「第４次

行政改革大綱」まで、継続して行政改革に取り組んできました。 

  この間、事業の見直しや職員定数の削減、指定管理者制度の導入、学校給食調理業務な

どの民間委託、ＮＰＯなどとの協働事業を進めてきました。 

  その結果、平成８年度から平成２７年度までの２０年間の行政改革による効果額の総額

は、約３６億円になり、一定の成果をあげてきました。 
  しかし、長期間、行政改革に取り組んできたため、これまでの考え方や手法では見直し

の余地が少なくなっています。 
▼主な取組み成果例▼ 

取組み項目 成果 

職員定数の削減 ４３９人（平成１５年）から４１３人（平成２７年）へ 

指定管理者制度の導入 駅前センターなど１９施設に導入 

民間業務の委託 給食調理業務、国保窓口業務など民間業務委託 

学校の統廃合 東分校、平塚分校の廃校 

職員手当の見直し 各種職員手当の減額、廃止 

市民との協働 ３５箇所の都市公園の管理委託 
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３ 行政経営指針 

 １）行政経営指針の役割と位置付け 

   本市は、将来像を「ときめきと みどりあふれる 快活都市」と定め、その実現を目

指し、第５次総合計画（平成２８年度から平成３７年度まで）を策定しました。 

   総合計画は、白井市の行政運営を総合的かつ計画的に推進していくための最上位計画

であり、長期的なまちづくりの方向性を示すための指針です。 

   この総合計画の実現を下支えし、将来を見据えた持続可能な行政運営を推進するため

の基本指針として、「行政経営指針」を位置付けています。 

 

 ２）行政経営指針の計画期間 

   行政経営指針の計画期間は、第５次総合計画との整合性を図ることから、平成２９年

度から平成３７年度までの９年間とします。 

   ただし、長期的な視点で取り組む必要がある事業については、次の総合計画を視野に

入れて取り組むこととします。 

 ３）行政経営指針の目標数値 

   行政経営指針を策定するにあたり、目標を明確にしてわかりやすくするため、目標数

値を定めました。 

   目標年度は、平成２７年度（決算ベース）を基準年度として、第５次総合計画の前期

基本計画と後期基本計画の最終年度としています。 

   目標数値は、第５次総合計画に係る基礎資料である財政推計（平成２８年度から平成

３７年度まで）を踏まえ、あらたに平成２８年度決算見込みを基に定めた目標数値なの

で、前期基本計画の財政見通しとはかい離していますが、今後の財政状況の推移や行政

経営改革の取組み状況により随時、見直します。 

   ▼目標数値▼ 

年度 経常収支比率 財政調整基金残高 地方債残高 

平成２７年度 ８８．６% 2,305,947,756 円 16,585,379,000 円

平成３２年度 ９０％以下 ２０億円以上 ２００億円以下 

平成３７年度 ９０％以下 ２０億円以上 １９０億円以下 

    ※ 平成２７年度は、目標数値の基準年度として、決算ベースの数値を記載しています。 
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 ４）行政経営指針の推進方法 

   行政経営改革を着実に推進していくため、白井市行政経営指針に基づき、具体的な取

組みの内容、時期、目標を明確にした「白井市行政経営改革実施計画」を策定します。 

 ５）行政経営指針の推進体制 

   白井市行政経営指針及び白井市行政経営改革実施計画の推進体制については、庁内組

織として市長をトップにした白井市行政経営戦略会議を新設し、進捗状況や成果などを

検証します。 

   同時に、業務改善や行政経営改革などを積極的に推進するための部局横断的なプロジ

ェクトチーム制度を導入し、ボトムアップ体制を構築します。 

   また、行政課題について職員から広く意見を募集する制度を導入します。 

   さらに、庁外組織である白井市行政経営改革審議会において、白井市行政経営改革実

施計画の進捗状況等を報告し、その推進について必要な助言や調査審議を行います。 

   なお、白井市行政経営指針及び白井市行政経営改革実施計画の進捗状況や検証結果に

ついては、市の広報紙、ホームページで公表します。 
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４ 行政経営指針 基本方針 

 

 

行政経営指針 基本方針１ 

 

市民自治のまちづくり 

 白井市第５次総合計画では、将来像の「ときめきと みどりあふれる 快活都市」を実

現するため、まちづくりの進め方を「情報・共有」「持続可能な行財政運営」「参加・協

働」の３つの柱により取り組むこととしています。 

 この３つの柱を有機的に結びつけ、さらに行政経営改革として取り組むためには、「行

政主導」から脱却し、「市民自治」の考え方を尊重していくことが必要です。 

 「市民自治」とは、まちづくりの主体が市民であることを原点とし、市民が自分たちで

できることと市に委ねることを考え、実践していくことです。 

 市は、市民、市民活動団体、民間事業者（以下「市民等」といいます。）や地域が自立

的に活動することを尊重するとともに、市民等や地域において実践が困難で、公共性の高

いものについては、＊補完性原理の考え方に基づき、市が補完していくことが必要となり

ます。 

 市民等は、自分たちにできることを考え、多角的な連携・協力を図りながら実践する

（自助・共助）とともに、市は自助や共助の現状と可能性を踏まえながら、課題解決に向

けた取り組みを行います（公助）。今後、自助・共助・公助の境界線が流動化していくこ

とが予想されるだけに、必要最小限度の公助を保障した上で、市民と市との役割分担をつ

ねに捉え直しながら、協働のまちづくりに努めます。 

 こうした補完性原理の考え方を基本に、行政経営改革に取り組むことによって、将来に

わたって持続可能なまちづくりを推進し、市民一人ひとりが自分なりの豊かさを実現でき

るまちを目指します。 

 

１．市民参加の充実 

 まちづくりの中心は市民です。市が担っている部分は一部でしかありません。 

 市が市民を巻き込むだけではなく、市が市民の活動に巻き込まれていくことも重要です。 

 その考え方を具現化するためには、第一に、市民が自分たちでできることを考え、地域

の諸活動に参加していくことによって、市民力が活かされることが必要です。 

 第二に、市民が行政活動のさまざまな過程に参加していくことによって、市民の意思と

知恵が行政活動に活かされていくことが必要です。 
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 第三に、市民と市が対話しながら一緒にまちをつくるという理念の下に、互いの立場や

役割などを認め合い、協働してまちづくりを進めていくことも必要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「補完性原理」とは、より小さな単位でできることは、その自主性と自立性を尊重し、小さな単位で対応できないこと

については、同意に基づいて、より大きな単位が補完していくことをいう。この原理は、各単位（個人・家族、近隣社

会・地域コミュニティ、市民活動団体・民間企業、基礎自治体、広域自治体、国家、国際社会、共同体・団体）の相互

関係のあり方を導き、それぞれの権限や役割を見直す基準として用いられている。 

 

２．地域コミュニティづくりの推進 

 個人の価値観の多様化や少子高齢化の進行などに伴い、自治会への加入率が年々低下し、

地域コミュ二ティを維持することが厳しくなっています。 

 地域コミュニティの重要性を示す例として、阪神淡路大震災では、地震発生直後、一時

的に家屋に閉じ込められ、自力で脱出できなかった被災者のうち、自衛隊や警察、消防な

どの行政機関によって救助された人の割合は、全体の２割程度であり、残りの８割にあた

る人は、近隣住民によって救出されました。震災後の避難所では、共同生活のため、被災

者にとって大きなストレスとなるところですが、普段から付き合いがある住民同士であれ

ば、助け合いながら避難所生活を送ることにつながりやすかったこと、また、復興計画を

立てる段階においても、普段から交流のある住民同士であれば、合意形成を図りやすかっ

たことなどから、地域コミュ二ティの大切さが再評価されています。 

 これからの地域コミュニティは、地域資源（ヒト・モノ・カネ・情報）が行き交う結節

点と捉え、多様な主体が分野横断的に取り組むことが求められています。 

 このため、自治会活動の活性化はもとより、小学校区を基本に、福祉・子育て・防犯・

防災などのさまざまな分野について、地域の課題やその解決方法を協議する「まちづくり

協議会」の設立を進め、地域コミュニティの構築と活性化を図ります。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

①「白井市市民参加条例」や「市民参加・協働のまちづくりプラン」により、市

民参加の活性化を進めます。 
②公益的な市民活動を持続するために必要な支援を行います。 
③市民と積極的な協議を重ねながら、市民と市の両者が連携・協力して課題解決

にあたる協働のまちづくりを進めます。 
④市民参加に資源提供という側面を加えながら、寄付や投資を通じた地域活動支

援を拓くなど、市民が市民を支えていく資源循環のあり方を模索します。 
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３．情報共有の徹底と可視化 

 市民自治を進めるためには、情報共有が必要です。 

 情報を共有する際には、市民等と市との情報共有、市民等相互の情報共有、職員相互の

情報共有の３つの視点で取り組むことが重要です。 

 市民等と市の情報共有では、市は、まちの特性や課題に関する情報を発信するととも

に、市民等がわかるように市民等にとってのコストと成果を明らかにすることが必要で

す。加えて、市民等と向き合い、声を聞き、市民等と市がまちの情報を相互に共有してい

くことも必要です。 

 市民等相互の情報共有では、市民等は、まちづくりを「自分事」として捉え、積極的な

情報交換や話し合いを通じて、情報を相互に共有していくことが必要です。 

 職員相互の情報共有では、行政課題の解決のためだけでなく、日頃から部局横断的に職

員が話し合いを行い、情報を相互に共有していくことが必要です。 

 そして、市は、情報共有の徹底を図るため、必要な行政情報を工夫し、簡単でわかりや

すく可視化していきます。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自治会未加入者や自治会の活動頻度の低い人などに地域コミュニティの必要性

を伝えていきます。 
②地域と市との関係を多様化させ、時代に合った関係性を構築します。 
③各小学校区に地域担当職員を配置し、地域の課題解決に向けた取り組みを支援

します。 
④小学校区を基本的な単位とする「まちづくり協議会」の設立を促進し、地域自

治の発展を支援します。 

①広報やＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報提供の充実を図ります。 
②出前講座やワークショップなどを開催し、身近なところから情報の共有を進めま

す。 
③行政課題を抱える市民等に対して、地域に関する情報をわかりやすく提供しま

す。 
④課題の解決のためだけでなく、日頃から部局横断的に職員が話し合える場をつく

ります。 
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行政経営指針 基本方針２ 

 

自立した行財政運営 

 地方自治体は、経済成長率の低迷や人口減少の進行などに伴い、国や県からの財政支援

が縮小傾向となっているため、行財政の効率化や地域の特性を積極的に活用したまちづく

りを推進し、国や県に依存することのない自立した行財政運営ができる財政基盤の確立が

求められています。 

 自立した行財政運営を進めるためには、地方自治体が抱える課題について独自の政策を

つくっていくことが求められています。その政策をつくる上で、「＊政策法務と＊政策財

務」の考え方に基づき取り組む必要があります。 

 これまで市では、国や県の補助金などの特定財源を積極的に活用して事業を進めてきま

したが、今後は、依存財源としての補助金の活用から、戦略的な補助金の活用に転換する

必要があります。 

 そこで市は、国、県、市のそれぞれの役割分担を明確にした上で、課題に対応した政策

を立案し、中長期的な展望の下で将来の財政見通しを立て、国や県に依存することのない

経営的な視点により、自立した行財政運営を目指します。 

 また、限られた財源を有効に活用するためには、経営の視点とともに協働の視点に立っ

た行財政運営を目指します。 

 

＊「政策法務」とは、現場の課題解決を政策によって具体化するために、独自の法令解釈や条例制定を行っていくことを

いう。 

＊「政策財務」とは、限られた財源の中で政策を実現することを目指し、適切な予算の設定・執行・評価を行っていくこ

とをいう。 

 

１．効率的な行政組織の構築 

 地方分権の推進、少子高齢化の進行などによる行政課題の変化への対応、公共施設等の

老朽化対策など、市が担うべき役割が増加している一方で、職員数は人件費の抑制のため、

減少傾向にあります。 

 これまで市は、こうした行政課題の変化に対し、行政組織の細分化や専門化などにより

対応してきましたが、これにより、部が所管する課や職員の数の偏在化や縦割り行政の弊

害が生じています。 

 これからは、限られた市役所内のマンパワーを最大限に発揮し、新たな行政課題に対応

していくために、効率的で機動的な行政組織を構築するとともに、行政組織のスリム化や

行政組織内の分権を進めることが必要です。 

- 7 -



 また、東日本大震災や熊本地震など大規模災害が発生したことを教訓として、危機管理

体制を充実することも重要な課題です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．多様な人材の育成と確保 

 市役所にとっての最大の資源は、職員です。 

 行政経営改革を実現するための一丁目一番地は、職員一人ひとりの改善・改革の意欲向

上と意識改革にあります。 

 これまで市は、「人材育成基本方針」を策定し、職員の意欲向上や意識改革に取り組ん

できましたが、市の行財政を取り巻く環境と市民の求める職員像が変化しています。 

 第１３回住民意識調査によると、「市民が市の職員に求める職員像として重要なもの」

との問いに対して最も多かった回答は、「市民の目線で考え、信頼される職員」でした。 

 これからは、いっそう職員一人ひとりの意識改革を進め、職員の現場主義を徹底し、市

民目線に立った信頼される職員を育成するとともに、人材を確保することが必要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①行政組織の細分化、専門化を見直し、統廃合することにより、行政組織の効率

化・スリム化を進めます。 
②突発的に発生する行政課題にも機動的に対応できる柔軟な行政組織づくりと危

機管理体制の強化に取り組みます。また、部局横断的に行政課題を解決するた

めに、プロジェクトチーム制度を導入します。 
③ＩＣＴなどを活用して情報をしっかりと整理し、行政組織内の情報共有を徹底

します。 

①「白井市職員のあるべき姿」を職員自らが作成した上で、「人材育成基本方

針」を見直します。 
②職員一人ひとりの能力や意欲を最大限に発揮するため、「人材育成基本方針」

に基づく研修等により計画的に人材を育成し、適材適所の人事配置を進めま

す。 
③現場を重視する職員を育成し、職員の現場主義を徹底します。 
④職員が地域と市民に貢献しようとする意識を醸成するため、職員が地域の活動

に参加しやすい仕組みを検討し、推進します。 
⑤職員採用にあたっては、豊富な経験、専門的な知識を持った人材の積極的な確

保に取り組みます。 
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３．財源の確保 

 市は、千葉ニュータウン事業の開発に伴い、高規格の都市基盤が整備され、昭和５４年

からは千葉ニュータウン地区への入居が始まり、人口が急激に増加し、それまでの農業中

心のまちから首都近郊のベッドタウンとして発展してきました。 

 発展に伴い、税収は増え、財政力も高まり、安定した行財政運営を行ってきました。 

 しかしながら、近年の少子高齢化の進行とともに人口推計では、平成３２年をピークに

人口が減少することから、歳入面では税収の大半を占める個人市民税の減少が見込まれ、

今後ますます財源の確保が厳しくなると予想されます。 

 平成２７年度の市税の徴収率は９２．１％で、千葉県市町村平均の９４．３％より下回

っています（平均まであげると約１．８億円の財政効果）。また、使用料・手数料につい

ては、「受益と負担の原則」に基づき、利用者に一定の負担を求めていますが、さらに負

担の公平性の観点から見直しが求められています。 

 このことから、市税等の徴収率の向上や使用料などの見直しにより負担の公平性を図る

とともに、自主財源の確保を図ることが必要です。加えて、首都圏空港から近い立地条件

を活かし、企業等の進出を誘導するとともに、農産物の高付加価値化・ブランド化を図る

ことが必要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．歳出の抑制 

 持続可能な白井市を構築するにあたって、財政の健全化は必須です。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、依然として９０％台で推移し、硬直化が続き、

財源不足の状態は解消できていない状況にあることから、財政調整基金に頼らなければ、

当初予算を編成できない財政運営が続いています。 

①市税のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道

料金、保育料、給食費などの未収金の徴収体制を強化し、徴収率を向上しま

す。 
②使用料・手数料については、サービスを利用する者と利用しない者との負担の

公平性の観点から見直します。 
③次世代に健全なままの白井市を引き継ぐため、地方債残高などの将来負担につ

いては、一定の方針を示し、削減します。 
④羽田空港と成田国際空港の中間地点にあり、国道１６号や国道４６４号が通過

しているという白井市の立地特性を活かし、企業等の進出を誘導します。 
⑤農商工の連携による農産物の高付加価値化やブランド化を進めます。 
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 このような中、今後も高齢化の進行などに伴う扶助費などの社会保障費の増加や公共施

設等の老朽化に伴う維持管理費の増加などが見込まれ、財政負担が高まることが予想され

ます。一方で、人件費については、１０年以内に全職員の約３割にあたる１４０人が定年

退職を迎えることから、計画的な職員採用により抑制することが求められます。 

 このことから、人件費、扶助費、公債費の見直しにより、義務的経費の抑制に取り組む

ことが重要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．適材適所による事業主体の見直し 

 市では、これまで窓口業務委託などさまざまな外部委託や指定管理者制度の導入などを

行い、行政サービスの向上、コスト削減や業務効率の向上を図り、一定の成果を上げてき

ました。 

 これからは、市民の立場になって事業の目的を達成するため、誰を事業主体とすれば最

も効率的・効果的であるか、市民の納得度が得られるかを考え、事業主体を選択すること

が必要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

６．評価に基づく行政サービスの質の向上と精査 

 限られた資源を有効に活用するためには、施策や事務事業の必要性、目的、事業主体、

コスト、成果などを総合的に検証し、よりよい方向に改善していくための行政評価システ

ムの導入が必要です。 

①事業の見直しや統廃合、民間委託や協働などを積極的に進めます。また、一定

の費用でマンパワーの効率化を図るとともに、再任用職員の能力や知識を活用

し、仕事の効率化を図ります。 
②扶助費・補助金について、その対象や必要性、妥当性、有効性などを検証し、

見直しを行います。 
③公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の最適な配置を実現することに

より、公共施設等にかかる財政負担を軽減し、平準化します。 

①市の守備範囲をあらためて検討しながら、新たな発想の下に、誰が最も事業主体

として適正かを検討します。 
②事業主体の選定にあたっては、職員が行った場合と外部委託した場合とのコスト

やサービスの質を比較した上で、事業主体を決定します。 
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 行政評価は、短期的視点だけでなく、中長期的視点を持って、それぞれの目的と役割を

明らかにした上で実施することが大切です。 

 また、社会経済情勢などの変化、市民の価値観やライフスタイルの多様化などにより、

市民ニーズは多種多様化し、行政サービスに求められる提供範囲は広がっています。 

 これから限られた財源の中で、市民にとって必要な行政サービスを提供し、充実を図っ

ていくためには、適正な評価に基づき、その行政サービスが、本当に市民が豊かになるた

めのものになっているのか精査する必要があります。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政経営指針 基本方針３ 

 

将来を見据えた公共施設等の最適な配置 

 白井市は、これまで千葉ニュータウン事業により人口が増加し、社会基盤整備が進んで

きました。千葉ニュータウン事業が収束した今、今後は、人口の減少、少子化・高齢化の

進行により、まちの活力が低下することや財政状況が厳しくなることなどが懸念されてい

ます。 

 特に、公共施設等は、昭和５４年の千葉ニュータウンのまち開きを契機として集中的に

整備されたため、今後、いっせいに建替えや大規模修繕等の時期を迎え、その更新費用は、

今後４０年間で７７８億円（年平均約２０億円）となる見込みです。 

 加えて、人口減少などに伴い、公共施設等の利用需要が変化していくことも予想され、

今後、公共施設等の老朽化対策は、将来の財政運営やまちづくりを進める上で、最重要課

①第５次総合計画の戦略事業を対象に、最少の経費で最大の効果が得られるため

の評価を行います。 
②評価にあたっては、評価対象に応じて、外部評価と内部評価を取り入れます。 
③評価することを目的とすることなく、評価することが改善の手段となるような

行政評価にします。 
④市民ニーズを把握し、市民の立場になって、その行政サービスが市民にとって

本当に必要であるかどうかを考え、精査します。 
⑤行政サービスを精査した結果、市民にとって必要性の低い行政サービスについ

ては、勇気をもってやめる判断をします。 
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題となってきます。 

 市のまちづくりは、これまでの右肩上がり時代の「量」の拡大を基調としたまちづくり

から、「質」の向上や地域資源の活用を基調とした持続可能なまちづくりへと、新たなス

テージに突入します。 

 そこで、最重要課題である公共施設等の老朽化対策を進めるため、中長期的な視点に立

って、行政運営の基本的指針である総合計画や都市づくりの基本的な方向性を示す都市マ

スタープランと整合を図りながら、将来を見据えた公共施設等の最適な配置の実現を目指

します。 

 

公共施設等総合管理計画と個別施設計画に基づく公共施設等の最適化 

 市は、市民生活を支えるため、学校、複合センター、文化センターなどの建築系公共施

設や道路、橋りょう、上下水道などの土木系公共施設など、さまざまな公共施設等を整備

してきました。 

 平成２７年度末時点において、建築後３０年以上を経過した建築系公共施設の延床面積

は、全体の約５７％を占めており、１０年後には全体の約８７％となる見込みで、建築系

公共施設の老朽化が進んでいる状況です。 

 また、土木系公共施設である下水道は、布設後３０年以上となる管きょ延長の割合が、

約４１％を占めており、１０年後には約７０％となる見込みで、老朽化が進んでいる状況

です。 

 公共施設等の老朽化対策を推進するため、市が保有する全ての公共施設等を対象に、公

共施設等の現況や財政・人口の将来見通しを踏まえ、地域の特性や広域連携も視野に入れ

ながら、長期的な視点に立って、長寿命化・更新・統廃合等を推進するため、総合的かつ

計画的な管理に関する基本的な方針となる「公共施設等総合管理計画」を策定します。 

 そして、この公共施設等総合管理計画を踏まえ、公共施設等のあり方について、市民と

の合意形成を図りながら、個別施設の長寿命化や有効活用、統廃合を計画的に進めること

が必要です。 

 そこで市では、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

①都市マスタープランを踏まえながら、公共施設等総合管理計画を策定し、長期的

な視点から現有する公共施設等の長寿命化や最適な配置などを進めます。 

②公共施設等総合管理計画に基づき、市民との合意形成を図りながら、行動計画と

なる公共施設等の個別施設計画を策定します。 

③公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するた

め、部局横断的な調整をする組織体制を構築します。 
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５ 経営資源（ヒト・モノ・カネ）の見通し 

 限りある経営資源（ヒト・モノ・カネ）の５年後（平成３２年）、１０年後（平成３７年）

の見通しについては、次のとおりです。 

 １）ヒト 

   ①総人口 

    平成２８年４月末現在の白井市の総人口は、６３，２２２人です。５年後の平成３

２年は６５，５００人、１０年後の平成３７年は６５，２００人と推計しています。 

出典：第5次総合計画基本構想前期基本計画 

   ②年齢3 区分別人口 

    平成２８年４月末現在の年少人口（１５歳未満）は９，７３０人、生産年齢人口（１

５歳～６４歳）は３８，５８２人、老年人口（６５歳以上）は１４，９１０人です。 

    平成３７年では、老年人口が約３，０００人増える一方で、年少人口は約１，００

０人減少するものと推計しています。 

    高齢者の中でも特に７５歳以上の後期高齢者が増加すると見込まれます。 

出典：第5次総合計画基本構想前期基本計画 

   ③市役所正規職員数 

    平成２８年４月現在の正規職員数は４２６人です。白井市定員管理指針では平成３

１年度の正規職員数は４０３人と定め、計画的に削減することとしています。その後、

現況を検証しながら新たな定員管理指針を策定する必要があります。 

    なお、定年退職者数は、平成３２年までに延べ約８０人、平成３７年まででは延べ

約１４０人となり、全体職員の約３３％が退職を迎えます。 

出典：総務課資料 

63,222人

65,500人 65,200人

平成28年 平成32年 平成37年

人口推計

9,730人 9,900人 8,700人

38,582人 38,800人 38,500人

14,910人 16,800人 18,000人

平 成 2 8 年 平 成 3 2 年 平 成 3 7 年

年齢３区分別人口推計

年少人口 生産年齢人口 老年人口

14人

80人

140人

平成28年 平成32年 平成37年

定年退職者数の推計

退職者数
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 ２）モノ 

   ①建築系公共施設の延床面積 

    平成２７年度末現在の建築系公共施設の延床面積は、１５１，８９８．４㎡で、市

民一人あたりでは、延床面積２．４３㎡となります。 

    第5 次総合計画前期基本計画では、平成３２年度までに庁舎建設、給食センター建

設、（仮称）西白井コミュニティセンター建設などが予定されており、建築系公共施設

の延床面積は増加すると見込まれます。また、平成２８年度から起算して、建築後３

０年以上を経過している公共施設の延床面積の割合は、現在約５７％で、平成３７年

では約８７％となります。 

    なお、小中学校の耐震化工事については、平成２７年度で全て終了したので、今後

は改修工事を計画的に実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

出典：白井市公共施設等総合管理計画 

   ②都市基盤 

    昭和５４年から千葉ニュータウン地区の入居が始まり、人口が急激に増加し、首都

近郊の高規格な都市として発展してきましたが、千葉ニュータウン事業が平成２５年

度末に収束しました。千葉ニュータウン地区は、入居以来３５年以上が経過するため、

都市基盤の老朽化が課題となっています。 

    今後は、市が主体となって新たな都市づくりを計画的に進めていく必要があります。 

 ３）カネ 

   第５次総合計画策定に係る基礎資料である財政推計は、平成２５年度の決算ベースで

推計しているため、あらためて平成２７年度決算、平成２８年度決算見込みを踏まえ、１

０年後の平成３７年度の財政状況を大まかに見通しました。 

   ①歳入 

■市税 経済状況などにもよるが、人口が増加するうちはほぼ横ばい、人口が減少す

ると減額する可能性が高い。 
   ②歳出 

■人件費 市役所正規職員は１０年間で約１４０人の職員が定年退職者を迎えるた

め、減額する可能性が高い。 
■扶助費 少子高齢化の進行に伴い、社会保障費が増加し、増額する可能性が高い。 
■公債費 庁舎建設などに伴う地方債の償還が増えるため、増額する可能性が高い。 
■普通建設事

業費 
公共施設などの老朽化に伴い、改修が増えるため、増加する可能性が高い。

87％

13％

１０年後

築３０年以上 築３０年未満

57％
43％

現在

築３０年以上 築３０年未満
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出典：平成２７年度決算統計調査 

   ③財政調整基金残高 

    平成２８年度決算での財政調整基金残高見込みは、約２６億円です。 

    平成２８年度から第５次総合計画前期基本計画（平成２８年度から平成３２年度ま

で）がスタートしていますが、財政推計では、平成２８年度の財政調整基金の見通しは

約１７億円、５年後の平成３２年では、行政経営改革を行うことで財政調整基金残高を

１２億円と見込んでいます。 

    しかしながら、平成２８年度の決算見込みでは、約２６億円となっていることから平

成３２年度の財政推計に９億円を加算した見通しとしています。 

出典：第5次総合計画基本構想前期基本計画 

   ④地方債残高 

    平成２８年度末の地方債残高見込みは、約１８５億円です。 

    第５次総合計画前期基本計画に基づき、庁舎建設などの新規事業や今後学校などの

公共施設等の改修が予定されていることから、地方債残高は２００億円を超える見通

しです。 

出典：財政課資料 

3,260,199 千円, 16%

3,998,682 千円, 20%

1,339,947 千円, 7%
3,990,086 千円, 19%

7,812,599 千円, 
38%

平成２７年度普通会計決算

人件費 扶助費 公債費 普通建設費 その他

185億円

200億円

平成２８年度 平成３２年度

地方債残高

17億円 12億円

9億円
9億円

平成２８年度 平成３２年度

財政調整基金残高

財政推計時 見通し時

26億円

21億円
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６ おわりに 

  我が国における人口減少と超高齢化社会の到来は、今まで経験したことのない大きな課

題であり、国をあげた対応が求められています。 

  白井市においても同様で、人口は平成３２年度をピークに減少し、老年人口割合は、２

３年後の平成５２年には３５％を超えると推計しています。 

  こうした人口減少や少子高齢化の進行により、消費の縮小や労働力の減少などさまざま

な影響が懸念され、これらにより財政規模の縮小が予想されています。一方で、高齢化に

伴い、社会保障費が増加するものと見込まれます。 

  これらの課題を踏まえ、白井市でも将来を見据え、新たな時代に即した行政経営が必要

です。 

  今回の行政経営改革では、単に従来の行財政改革の縮小・削減のみに焦点をあてた取組

みから脱却し、市民一人ひとりが自分なりの生活を豊かにしながら、持続可能な財政運営

の実現を目指します。 

  市のあるべき姿や役割、責任を明らかにした上で、市民と市との連携・協働により、行

政サービスのあり方や事業主体、評価のあり方などを見直すこととしています。 

  加えて、公共施設等の老朽化対策に伴い、将来を見据え公共施設等の最適な配置の実現

に取り組むこととしています。 

  行政経営改革には、特効薬はありません。 

  市は、市民に対しわかりやすく説明し、理解・納得を得ながら市民と市が一丸となって、

次世代を担う子どもたちに「健全なままの白井市」を引き継ぐため、行政経営改革に取り

組んでいきます。 
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●白井市の特別会計について 
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●策定の経過 

●委員からのコメント ～ 行政経営指針を推進するために ～ 
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白井市の一般会計の現状について 

●市の主な歳入の推移 

 

（資料）決算カード 

 

 
〔補足〕 

市税 市民や市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金で、市民税、固定資産税、軽自

動車税、たばこ税などがあります。 

地方交付税 全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒

税、消費税、たばこ税といった国税の一定割合を財源として、国が一定基準により市に交付す

るものです。（平成２７年度から、たばこ税は交付税の対象から外されます） 

国庫支出金 国と市が共同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、それに基づいて、

国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定の施策の奨励、財政援助のための補

助金などがあります。 

県支出金 県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、国庫支出金

を県が経費の全部又は一部として交付するものがあります。 

市債（地方債） 長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、市が、

政府や銀行などから調達する長期的な借入金です。 

その他 地方譲与税、地方消費税交付金、使用料、手数料、諸収入などがあります。 

千円

2,000,000千円

4,000,000千円

6,000,000千円

8,000,000千円

10,000,000千円

12,000,000千円

14,000,000千円

16,000,000千円

18,000,000千円

20,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市の歳⼊

市税 地⽅交付税 国県⽀出⾦ 市債 その他

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市税 7,993,743 8,245,877 8,792,315 9,035,255 9,004,185 8,673,923 8,887,742 8,734,735 8,882,855 8,910,285
地⽅交付税 486,694 237,545 362,141 467,838 556,407 1,018,120 1,198,223 1,255,067 1,078,551 921,758
国県⽀出⾦ 1,294,571 1,988,988 1,870,704 3,047,007 2,357,933 3,387,222 3,160,771 3,200,006 3,085,022 3,242,397
市債 830,800 888,500 659,911 1,303,708 1,104,157 1,287,856 1,169,310 1,524,162 1,465,446 1,920,671
その他 4,683,338 4,599,655 4,487,259 4,524,590 5,417,667 3,534,215 3,512,862 5,017,266 4,572,842 3,732,545

合計 15,289,146 15,960,565 16,172,330 18,378,398 18,440,349 17,901,336 17,928,908 19,731,236 19,084,716 18,727,656
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●市税の推移 

 

（資料）決算カード 

 

〔補足〕 

個人市民税 前年１年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得

に対して課される税であり、原則として１月１日現在の住所地で課税されます。 

法人市民税 市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税であり、法人の収益に応じて計算され

る法人税割と、法人の規模によって課される均等割を合算して算出します。 

固定資産税 土地・家屋（住宅、店舗、工場、事務所等）・償却資産（事業のために用いる構築物・機械等）

を対象として、毎年１月１日現在に所有する方にその価格に応じて納めていただく税金です。 

軽自動車税 毎年４月１日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、税率は種類別に１台

当りの年税額で決められています。 

市たばこ税 たばこの製造者（日本たばこ産業株式会社）、特定販売業者（外国産たばこの輸入を取り扱う

者）又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本た

ばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金です。 

都市計画税 街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるた

め、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年１月１日現在

に所有する方に土地及び家屋の価格に応じて固定資産税とあわせて納めていただく税金です。 

千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

6,000,000千円

7,000,000千円

8,000,000千円

9,000,000千円

10,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市税

市⺠税（個⼈分） 市⺠税（法⼈分） 固定資産税 軽⾃動⾞税 市たばこ税 都市計画税

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市⺠税（個⼈分） 3,078,157 3,480,820 3,939,321 4,050,367 4,090,732 3,767,712 3,766,714 3,894,432 3,969,925 3,911,697
市⺠税（法⼈分） 492,218 531,841 542,234 527,066 438,028 423,755 525,942 474,892 481,087 523,590
固定資産税 3,461,924 3,286,111 3,350,758 3,493,117 3,528,195 3,521,839 3,578,141 3,390,901 3,423,778 3,461,735
軽⾃動⾞税 40,234 42,832 46,498 49,261 52,716 55,403 58,597 59,997 64,140 68,220
市たばこ税 347,838 362,047 359,515 333,273 313,616 328,042 373,628 364,957 392,886 390,746
都市計画税 573,372 542,226 553,989 582,171 580,898 577,172 584,720 549,556 551,039 554,297

合計 7,993,743 8,245,877 8,792,315 9,035,255 9,004,185 8,673,923 8,887,742 8,734,735 8,882,855 8,910,285
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●使用料、手数料、寄附金の推移 

 

（資料）決算カード 

 
（資料）決算カード 

※ 使用料と手数料については、「使用料・手数料の見直しにあたっての考え方」に基づき、３年に１度見直し

を行っている。 

 
（資料）決算カード 

※ 平成２４年１０月に白井市まちづくり寄附金条例を制定し、市のまちづくりに賛同し、応援しようとする

個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として寄附者の意向を反映した事業を

展開している。 

179,238千円

184,233千円

192,295千円

201,021千円

201,733千円

213,363千円

210,504千円

212,354千円
220,055千円

223,476千円

千円

50,000千円

100,000千円

150,000千円

200,000千円

250,000千円

300,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

使⽤料

25,689千円

32,172千円

40,152千円

38,348千円

38,662千円

37,774千円

37,754千円

37,188千円

38,319千円

44,683千円

千円

10,000千円

20,000千円

30,000千円

40,000千円

50,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⼿数料

1,902千円

1,052千円

1,573千円

300千円

3,988千円
3,713千円

7,268千円

4,328千円

6,627千円

8,580千円

千円

2,000千円

4,000千円

6,000千円

8,000千円

10,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

寄附⾦
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●市の歳出（性質別）の推移 

 
※「性質別」とは、歳出を「経済的性質ごとに分類して表す方法」です。       （資料）決算カード 

 

 
〔補足〕 

人件費 職員の給与や議員、特別職の職員への報酬などの経費です。 

扶助費 社会保障制度の一環として現金や物品などを支給される費用です。生活保護法、児童福祉法、

老人福祉法などの法令に基づくもののほか、子ども医療費の公費負担など市の施策として行

うものも含まれます。 

公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 

物件費 人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的な費用（支出の効果が単年度又は極めて短

期間で終わるもの）の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

などが含まれます。 

補助費等 主に市が市内の団体などに補助するために交付する費用です。団体などへの補助金の他に、

一部事務組合負担金、報償費などが含まれます。 

普通建設事業費 道路の新設や施設の増改築・新設などの建設事業に要する費用です。工事請負費、設計監理

委託料のほか、資本形成に関係する補助金や人件費なども含まれます。 

その他 市が管理する公共用又は公用施設等の効用を維持するための費用である維持補修費、基金等

に積み立てるための費用である積立金などがあります。 

千円

2,000,000千円

4,000,000千円

6,000,000千円

8,000,000千円

10,000,000千円

12,000,000千円

14,000,000千円

16,000,000千円

18,000,000千円

20,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市の歳出（性質別）

⼈件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 普通建設事業費 その他

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⼈件費 3,255,584 3,227,150 3,202,551 3,117,509 3,258,922 3,236,137 3,308,634 3,323,945 3,281,248 3,209,897
扶助費 1,320,576 1,528,868 1,736,876 1,973,750 2,226,373 3,227,075 3,728,764 3,556,073 3,577,475 3,937,193
公債費 2,095,227 1,872,487 2,072,351 1,676,613 2,085,692 1,543,540 1,406,634 1,460,585 1,591,814 1,402,164
物件費 2,672,137 2,491,549 2,519,185 2,374,127 2,537,894 2,448,348 2,603,243 2,656,498 2,685,372 2,863,079

補助費等 2,485,275 2,555,764 2,422,751 2,806,430 3,538,365 2,724,341 2,713,761 2,658,060 3,258,815 2,344,844
普通建設事業費 1,218,973 2,110,099 1,987,975 3,196,770 2,216,395 1,763,455 1,381,695 2,010,512 1,705,594 2,275,905
その他 1,443,316 1,525,746 1,450,480 1,607,085 1,523,776 2,008,919 1,698,478 2,998,216 2,035,472 1,926,254

合計 14,491,088 15,311,663 15,392,169 16,752,284 17,387,417 16,951,815 16,841,209 18,663,889 18,135,790 17,959,336

- 22 -



●市の歳出（性質別）の年度間の構成比 

 
（資料）決算カード 

 

 

 

 

 

 

（資料）決算カード 

◎平成１７年度から平成２６年度までの９年間で、 
 

             扶助費は、２．９８倍に増加 
             普通建設事業費は、１．８６倍に増加 

公債費は、３３パーセント減 
人件費、物件費、補助費等は、ほぼ変わらず。 

3,255,584千円, 23%

1,320,576千円, 9%

2,095,227千円, 15%
2,672,137千円, 18%

2,485,275千円, 17%

1,218,973千円,8%

1,443,316千円, 10%

平成１７年度 歳出（性質別）

⼈件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 普通建設事業費 その他

3,209,897千円, 18%

3,937,193千円, 22%

1,402,164千円, 8%2,863,079千円, 16%

2,344,844千円, 13%

2,275,905千円, 12%

1,926,254千円, 11%

平成２６年度 歳出（性質別）

⼈件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 普通建設事業費 その他

９年後
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●市の歳出（目的別）の推移 

 

（資料）決算カード 

※「目的別」とは、市がどんな行政目的のためにどれくらいの支出をするのかという視点から分類する方法です。 

 

 
〔補足〕 

議会費 市議会運営のための経費です。 

総務費 人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や交通安全など他部門に属さない事業に要する経費です。

民生費 障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費

です。 

衛生費 健康対策、母子保健、廃棄物処理、公害対策などの事業に要する経費です。 

農林水産業費 農業振興などの事業に要する経費です。 

商工費 商工業振興などの事業に要する経費です。 

土木費 道路、河川、公園などの社会資本整備のための経費です。 

消防費 火災、風水害、地震、消防団活動、消防防災対策などの事業に要する経費です。 

教育費 学校教育・生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの経費です。 

災害復旧費 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。 

公債費 市債（市の借金）を返済する元利償還金（元金と利子）と一時的な借入れをした場合の支払利

息のことをいいます。 

千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

6,000,000千円

7,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市の歳出（⽬的別）

議会費 総務費 ⺠⽣費 衛⽣費

労働費 農林⽔産業費 商⼯費 ⼟⽊費

消防費 教育費 災害復旧費 公債費

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

議会費 198,173 195,251 175,154 182,311 176,605 179,998 233,240 214,718 206,763 206,465
総務費 2,218,104 2,371,375 2,763,762 3,004,449 2,728,449 2,919,411 2,609,590 3,424,953 2,544,002 2,429,415
⺠⽣費 2,933,219 3,210,537 3,646,777 4,355,122 4,343,585 5,317,572 5,623,630 5,498,027 5,658,797 6,019,357
衛⽣費 1,981,333 2,515,644 2,219,469 1,990,879 1,824,190 1,942,192 2,089,567 2,009,826 2,429,265 1,659,785
労働費 0 0 0 0 30,696 57,842 64,288 14,350 0 0
農林⽔産業費 135,289 197,172 125,487 105,088 121,887 128,009 109,846 114,194 126,317 130,892
商⼯費 153,100 162,796 158,468 161,528 1,168,857 176,832 164,483 167,362 165,935 204,687
⼟⽊費 1,367,133 1,076,871 869,861 907,568 863,319 651,056 844,105 834,141 1,037,975 1,013,228
消防費 1,026,491 1,010,699 1,023,256 1,068,010 1,115,751 1,112,692 1,098,694 1,186,678 1,219,498 1,154,123
教育費 2,383,019 2,698,831 2,335,011 3,300,716 2,922,209 2,919,985 2,469,423 3,447,770 3,114,513 3,728,724
災害復旧費 0 0 2,573 0 6,177 2,686 127,709 291,285 40,911 10,496
公債費 2,095,227 1,872,487 2,072,351 1,676,613 2,085,692 1,543,540 1,406,634 1,460,585 1,591,814 1,402,164

合計 14,491,088 15,311,663 15,392,169 16,752,284 17,387,417 16,951,815 16,841,209 18,663,889 18,135,790 17,959,336

- 24 -



●市の歳出（目的別）の年度間の構成比 

 
（資料）決算カード 

 

 

 

 

 

 

（資料）決算カード 

◎平成１７年度から平成２６年度までの９年間で、 
 

             民生費は、２．０５倍に増加 
             教育費は、１．５６倍に増加 
             土木費は、２６パーセント減 

公債費は、３３パーセント減 

198,173千円, 1%

2,218,104千円, 15%

2,933,219千円, 20%

1,981,333千円, 14%

0%
135,289千円, 1%153,100千円, 1%

1,367,133千円, 9%

1,026,491千円, 7%

2,383,019千円, 17%

0%

2,095,227千円, 15%

平成１７年度 歳出（⽬的別）

議会費 総務費 ⺠⽣費 衛⽣費 労働費 農林⽔産業費

商⼯費 ⼟⽊費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費

206,465千円, 1%
2,429,415千円, 14%

6,019,357千円, 33%

1,659,785千円, 9%

0%
130,892千円, 1%

204,687千円, 1%

1,013,228千円, 6%

1,154,123千円, 6%

3,728,724千円, 21%

10,496千円, 0%

1,402,164千円, 8%

平成２６年度 歳出（⽬的別）

議会費 総務費 ⺠⽣費 衛⽣費 労働費 農林⽔産業費

商⼯費 ⼟⽊費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費

９年後
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●民生費の推移 

 
（資料）決算カード 

 

 

◎平成１７年度から平成２６年度までの９年間で、 
 

             社会福祉費は、１．７７倍に増加 
             老人福祉費は、１．５８倍に増加 

児童福祉費は、２．５３倍に増加 
生活保護費は、２．０６倍に増加 

 
〔補足〕 
社会福祉費 福祉事務所、障害者、国民健康保険事業会計への繰出金などに要する経費です。 

老人福祉費 老人福祉法に基づく老人福祉、後期高齢者医療事業会計及び介護保険事業会計への繰出金な

どに要する経費です。 

児童福祉費 児童福祉法に基づく措置費、児童館、保育所等の児童福祉施設に要する経費、児童手当で

す。 

生活保護費 生活保護法に基づく扶助費等です。 

 

  

千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

6,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⺠⽣費 内訳

社会福祉費 ⽼⼈福祉費 児童福祉費 ⽣活保護費 災害救助費

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

2,933,219 3,210,537 3,646,777 4,355,122 4,343,585 5,317,572 5,623,630 5,498,027 5,658,797 6,019,357
社会福祉費 830,587 892,056 962,877 1,138,923 1,263,078 1,033,308 1,114,343 1,183,320 1,302,704 1,471,166
⽼⼈福祉費 660,179 625,643 643,823 761,110 824,007 860,514 1,061,434 968,374 1,056,528 1,040,901
児童福祉費 1,144,958 1,290,418 1,700,871 2,085,873 1,751,630 2,869,362 2,883,875 2,743,082 2,692,786 2,893,229
⽣活保護費 297,495 402,420 339,206 369,216 504,870 554,206 601,581 574,990 606,739 613,965
災害救助費 0 0 0 0 0 182 7,397 28,261 40 96

⺠⽣費
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●教育費の推移 

 
（資料）決算カード 

 

 

◎平成１７年度から平成２６年度までの９年間で、 
 

             教育総務費は、１．３９倍に増加 
             小学校費は、３．４０倍に増加 

中学校費は、１５パーセント減 
社会教育費は、１．１２倍に増加 
体育施設費等は、１．２５倍に増加 
学校給食費は、１．２１倍に増加 

 
〔補足〕 

教育総務費 教育委員会の運営、教育財産の管理、教育研究に要する経費です。 

小学校費 一般需要費、就学奨励補助、学校校舎・附属施設の新改築に要する経費です。 

中学校費 小学校費に準ずる。 

社会教育費 社会教育法に基づく社会教育活動、公民館、図書館等の社会教育施設、文化財の保護に要す

る経費です。 

体育施設費等 体育振興、市民グラウンドなどの建設・運営に要する経費です。 

学校給食費 義務教育学校の給食に要する経費です。 

  

千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

3,500,000千円

4,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

教育費の内訳

教育総務費 ⼩学校費 中学校費 社会教育費 体育施設費等 学校給⾷費

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

2,383,019 2,698,831 2,335,011 3,300,716 2,922,209 2,919,985 2,469,423 3,447,770 3,114,513 3,728,724
教育総務費 457,027 456,027 441,656 477,882 544,732 582,850 541,009 549,008 579,023 635,742
⼩学校費 417,099 855,963 428,750 1,246,902 822,989 917,109 350,071 771,954 870,409 1,417,605
中学校費 282,472 250,038 329,764 402,794 270,441 261,713 309,975 899,681 336,325 238,939
社会教育費 596,509 559,161 534,358 542,062 561,383 536,323 550,176 549,973 576,404 669,584
体育施設費等 147,487 119,546 132,891 138,973 234,152 135,269 180,100 142,675 200,114 184,517
学校給⾷費 482,425 458,096 467,592 492,103 488,512 486,721 538,092 534,479 552,238 582,337

教育費
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●一部事務組合等への負担金の推移 

 

（資料）決算カード 

 

 
〔補足〕 

名称 主な事務 

印西地区消防組合 消防に関する事務（消防団に関する事務を除く。）を共同で処理する。 

印西地区環境整備

事業組合 

一般廃棄物（し尿を除く。）の収集、運搬及び処分、余熱利用施設、墓地、火葬場、斎場、

平岡自然の家の設置、管理及び運営に関する事務を共同で処理する。 

柏・白井・鎌ケ谷 

環境衛生組合 

し尿処理に関する事務、組合の施設周辺の環境整備を図る施設に関する事務を共同で処

理する。 

千葉県後期高齢者

医療広域連合 

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、 被保

険者の資格の管理に関する事務、医療給付に関する事務、保険料の賦課に関する事務、保

健事業に関する事務、その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務を処理する。 

 

（資料）一部組合資料に基づき作成 

 

 

 

 

千円

200,000千円
400,000千円

600,000千円

800,000千円
1,000,000千円

1,200,000千円
1,400,000千円

1,600,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⼀部事務組合等  負担⾦

印⻄地区消防組合 印⻄地区環境整備事業組合

柏・⽩井・鎌ヶ⾕環境衛⽣組合 千葉県後期⾼齢者医療広域連合

単位 千円
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

印⻄地区消防組合 933,106 940,787 933,024 993,112 961,917 1,013,168 999,224 1,041,847 1,091,865 1,049,444
印⻄地区環境整備事業組合 894,307 937,558 798,730 1,047,889 920,580 1,018,853 1,058,572 972,260 1,424,055 683,685
柏・⽩井・鎌ヶ⾕環境衛⽣組合 192,975 194,652 194,044 279,166 210,098 209,551 186,454 161,962 128,053 123,621
千葉県後期⾼齢者医療広域連合 304 7,788 204,157 253,435 264,896 271,356 282,907 305,314 318,885

〔白井市の組合負担金の推計〕 単位：千円

H28 H29 H30 H31 H32 推移

印西地区消防組合 1,100,405 1,140,748 1,119,980 1,215,891 1,206,342

印西地区環境整備事業組合 728,904 703,587 775,148 718,206 883,208

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 140,316 135,691 131,072 133,917  
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●地方債残高の推移 

 

（資料）決算カード 

※ 地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その

履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。地方債は原則として、公営企業（交通、ガス、水道など）

の経費や建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政法第５条各号に掲げる場合においてのみ発行できるこ

ととなっています。 

※ 交付税総額が不足する場合、平成１２年度までは交付税及び譲与税配付金特別会計で借り入れて総額が確保

されましたが、平成１３年度の地方財政対策の見直しで、国と地方の責任の明確化や国、地方を通ずる財政の

透明化を図るため、不足額を国と地方で折半し、地方分について各団体で地方債を発行して補てんすることと

されました。この地方債が「臨時財政対策債」で、地方財政法第５条の特例となる地方債（一般的に赤字地方

債と言われています）です。 

 

●財政調整基金残高の推移 

 
（資料）決算カード 

※ 財政調整基金とは、年度によって生じる財源の不均衡を調整するために、財源に余裕がある年度に積み立て

ておくもので、市の貯金のことです。 

15,543,626千円

14,964,410千円

13,921,868千円

13,867,070千円

13,184,944千円

13,185,323千円

13,191,758千円

13,481,898千円

13,559,822千円
14,259,973千円

3,127,628千円

3,599,743千円

3,972,384千円

4,292,161千円

4,833,092千円

5,684,810千円

6,433,240千円

7,144,543千円

7,809,444千円

8,277,255千円

千円

5,000,000千円

10,000,000千円

15,000,000千円

20,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

地⽅債残⾼

地⽅債残⾼ 臨時財政対策債残⾼

2,597,395千円

2,561,700千円

2,187,372千円

2,003,806千円

1,723,722千円

2,246,801千円

2,388,576千円

2,097,369千円

2,087,653千円

2,112,302千円

千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

3,500,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

財政調整基⾦残⾼
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●特定目的基金残高の推移 

 

（資料）決算カード 

※ 特定目的基金とは、特定の事業の財源とするために市が資金を積み立てておく預金のことです。 

  白井市には、公共施設の整備及び保全に必要な財源となる「公共施設整備保全基金」、社会福祉事業を強化

推進するための財源となる「社会福祉事業推進基金」、国際交流の振興に必要な財源となる「国際交流基金」、

寄附金を財源として寄附者の意向を反映した事業を展開する「まちづくり寄附金基金」などがあります。 

 
〔平成２６年度末の特定目的基金残高〕 

基金名称 基金残額 

社会福祉事業推進基金 ２１３，６６８，６８０円 

減債基金 ６１４，５２４円 

国際交流基金 ３４，６０１，５９１円 

公共施設整備保全基金 ８５７，４５８，３００円 

まちづくり寄附金基金 ８，７１０，９７０円 

（資料）平成２６年度決算書 

794,296千円

702,074千円

660,772千円
548,442千円

398,011千円

459,790千円
446,609千円

1,193,683千円

1,247,413千円

1,115,243千円

千円

200,000千円

400,000千円

600,000千円

800,000千円

1,000,000千円

1,200,000千円

1,400,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

特定⽬的基⾦残⾼
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白井市の特別会計について 

●国民健康保険会計の推移 

 
 

国民健康保険制度は、医療費水準の高い高齢者や保険税の負担能力の低い低所得者が多く加入しているとい

う構造的な問題を抱えており、当市においても同様な状況である。 

このような状況の中、当市は被保険者の医療費に係る医療給付をはじめとする保険給付費の増額に伴い、歳

入歳出予算ともに増加傾向にある。また、一方で歳入の根幹をなす保険税収納額は減少傾向にある。 

今後については、急速な高齢化等による医療費の更なる増加が見込まれており、国民健康保険の運営は困難

な状況が想定されているため、医療費の適正化等、各保険者（市）の努力が必要とされている。 

 

●国民健康保険会計の繰出金の推移 

 
 

繰入金については、国の低所得者対策に伴う財源不足を補てんするための繰入金（保険基盤安定繰入金）が

増加するとともに、加入者の医療費の増加に伴い、加入者１人当たりの医療費等を積算基礎とする繰入金（財

政安定化支援事業繰入金）が増加傾向にあり、繰入金全体についても増加している。 

今後については、医療費の適正化等を推進することにより、市からの財政負担の軽減が見込める一方、平成

２７年５月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」

の施行に伴い、平成３０年度から国保の財政管理が都道府県に移管されることから、平成３０年度以降の見込

みは不透明な状況である。 

 

4,113,517千円
4,460,923千円

4,790,414千円 4,933,086千円
5,273,926千円 5,444,282千円

5,952,877千円
6,272,804千円 6,376,654千円 6,611,982千円

千円

2,000,000千円

4,000,000千円

6,000,000千円

8,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

国⺠健康保険会計

歳⼊ 歳出

232,183千円
204,547千円

221,358千円

230,758千円

245,095千円

250,417千円

257,755千円
281,079千円

65,000千円

140,411千円

150,000千円

千円

100,000千円

200,000千円

300,000千円

400,000千円

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

国⺠健康保険会計繰出⾦

基準内 基準外
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●介護保険会計の推移 

 

 

第６期計画期間（Ｈ２７～Ｈ２９年度）においては、高齢者及び介護認定者の増加、介護施設の新たな開設な

どにより市の介護保険事業は規模が拡大していくことが見込まれる。介護保険給付費で見た場合、３年間で１

０８億４,７００万円となることが見込まれ、第５期計画期間から約３１億円の増額となる見込みである。 

 〔介護保険給付費の見込み〕                         単位：千円 

H27 年度 H28 年度 H29 年度 合計 

3,158,717 3,633,579 4,053,969 10,846,265
 

 

●介護保険会計の繰出金の推移 

 
 

基準内の繰出金については、１２．５％の法定負担割合（一部１９．５％）に基づく負担であり、介護保険会

計の介護保険給付費に比例して増加するため、今後も繰出金の増加が見込まれる。 

基準外の操出については、現状の数値で推移することが見込まれる。 

 

 

 

1,499,097千円
1,598,972千円

1,759,915千円
1,852,849千円

2,086,159千円
2,254,627千円 2,252,891千円

2,424,232千円
2,634,104千円

2,872,524千円

千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

介護保険会計

歳⼊ 歳出

193,873千円
201,953千円

239,529千円
237,053千円

250,742千円
275,653千円

305,788千円
337,899千円

38,377千円 46,486千円 40,089千円 47,139千円 43,906千円 43,820千円 51,780千円 48,376千円

千円

100,000千円

200,000千円

300,000千円

400,000千円

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

介護保険会計繰出⾦

基準内 基準外

- 32 -



●後期高齢者医療会計の推移 

 

 

 医療保険制度における最後の受け皿である後期高齢者医療制度においては、平均寿命の延伸に伴い、被保険

者数が増加傾向にあることから、予算についても増加傾向が続くものと推測する。 

 

●後期高齢者医療会計の繰出金の推移 

 

 

 繰入金のうち、保険料の軽減に伴う額を県（3/4 負担）及び市（1/4 負担）で補うための保険基盤安定繰入金

については、被保険者の増加が見込まれることなどから、今後も増加傾向で推移するものと推測する。また、

保険料の徴収等、市で行う後期高齢者医療事務に要する費用に充てるための事務費繰入金は、ここ数年横ばい

傾向であり、今後も同等に推移するものと推測する。 

 なお、市としては健康寿命の延伸を図り、高齢者の健康づくりを進めることで医療費の抑制にもつながり、

市財政への影響を軽減させられるものと考える。 

315,664千円 320,441千円
346,399千円

373,484千円
404,516千円

428,382千円
475,099千円

千円

100,000千円

200,000千円

300,000千円

400,000千円

500,000千円

600,000千円

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

後期⾼齢者医療会計

歳⼊ 歳出

31,310千円
35,261千円

38,820千円
41,744千円

44,316千円
47,957千円

55,770千円

8,848千円 8,010千円 7,161千円 6,550千円 6,900千円 6,807千円 7,017千円

千円

10,000千円

20,000千円

30,000千円

40,000千円

50,000千円

60,000千円

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

後期⾼齢者医療会計繰出⾦

基準内 基準外
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●下水道事業会計の推移 

 

 

〔下水道事業会計の推計〕白井市下水道事業第３次中期経営計画          単位：千円 
 歳入 歳出  歳入 歳出 
H27 年度 989,666 969,666 H30 年度 1,038,389 1,029,031 
H28 年度 1,051,757 1,037,386 H31 年度 913,178 893,917 
H29 年度 1,084,129 1,078,550 H32 年度 928,961 908,784 

〔今後の主な事業〕 
・地方公営企業会計移行事務（Ｈ２８～Ｈ３１） Ｈ３２から適用実施 
・ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の維持管理（Ｈ２８～Ｈ２９ 計画策定、 Ｈ２９以降調査、詳細設

計、修繕工事） 
・白井地区・冨士地区の市街化区域における雨水排水整備（事業完了目標：Ｈ５７） 

 

●下水道事業会計の繰出金の推移 

 

 

〔繰入の見込み〕白井市下水道事業第３次中期経営計画              単位：千円 
 基準内 基準外  基準内 基準外 
H27 年度 81,002 0 H30 年度 82,082 0 
H28 年度 73,452 0 H31 年度 82,200 0 
H29 年度 76,349 0 H32 年度 98,214 0 

〔補足〕 
・基準内繰入 → 総務省通知による地方公営企業繰出し基準及び雨水処理に要する経費 
・基準外繰入 → 汚水事業における起債対象外経費等の歳出補てん分 

 

1,004,005千円 946,986千円 991,739千円 931,564千円 928,161千円 900,335千円
976,080千円

1,122,815千円
1,266,686千円

1,054,199千円

千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

下⽔道事業会計

歳⼊ 歳出

105,093千円
99,099千円

90,000千円

63,800千円
55,626千円

48,652千円

61,887千円 60,130千円

178千円

18,085千円

千円

20,000千円

40,000千円

60,000千円

80,000千円

100,000千円

120,000千円

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

下⽔道事業会計繰出⾦

基準内 基準外
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●水道事業会計の推移 

 
 

〔水道事業会計の推計〕白井市水道事業第３次中期経営計画            単位：千円 
 収入 支出  収入 支出 
H27 年度 610,446 634,469 H30 年度 902,106 948,472 

H28 年度 976,055 1,018,276 H31 年度 541,312 578,876 
H29 年度 1,046,359 1,087,683 H32 年度 557,189 585,319 

〔今後の主な事業〕 
・配水場建設（H28～H30）、配水場洗浄計画策定（H28）、管路更新計画策定（H31） 

・緊急連絡管設置負担金（H31）、危機管理マニュアル（水安全計画）策定（H32） 

 

●水道事業会計の繰出金の推移 

 

 

〔繰入の見込み〕白井市水道事業第３次中期経営計画              単位：千円 
 基準内 基準外  基準内 基準外 
H27 年度 28,907 36,297 H30 年度 172,408 23,295 
H28 年度 183,713 13,955 H31 年度 35,736 52,150 

H29 年度 206,168 33,372 H32 年度 36,539 63,025 
〔補足〕 

・基準内繰入 → 総務省通知による地方公営企業繰出し基準に要する経費 
・基準外繰入 → 水道事業における事業費の財源が不足する分 

 

378,033千円 374,390千円
412,312千円

381,887千円 383,971千円 382,696千円 382,685千円
404,021千円

439,683千円

492,654千円

千円

200,000千円

400,000千円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⽔道事業会計

歳⼊ 歳出

79,103千円 76,415千円

64,067千円

51,604千円
35,689千円

25,271千円
24,406千円

22,412千円19,166千円
14,560千円 17,385千円

11,379千円

31,528千円

54,364千円
49,021千円 51,322千円

千円

20,000千円

40,000千円

60,000千円

80,000千円

100,000千円

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

⽔道事業会計費

基準内 基準外

- 35 -



 
県内の類似団体（Ⅱ－１）との⽐較 

【H25 決算ベース】 

 

 

●県内の類似団体と⼈⼝
⼈⼝ 順位

茂原市 93,015⼈ 1
君津市 89,168⼈ 2
印⻄市 88,176⼈ 3
四街道市 86,726⼈ 4
⾹取市 82,866⼈ 5
⼋街市 73,212⼈ 6
銚⼦市 70,210⼈ 7
旭市 69,058⼈ 8 〔新設合併した市〕
東⾦市 61,751⼈ 9 市名 合併⽇
袖ケ浦市 60,355⼈ 10 旭市 H17.7.1
⽩井市 60,345⼈ 11 ⾹取市 H18.3.27
⼭武市 56,089⼈ 12 ⼭武市 H18.3.27
富⾥市 51,087⼈ 13
⼤網⽩⾥市 50,113⼈ 14
※H22国調⼈⼝

佐原市 ⼭⽥町 栗源町 ⼩⾒川町
成東町、⼭武町、蓮沼村、松尾町

平成２５年度決算    基   歳⼊ 歳出 決算額 ⼈⼝１⼈当   
換算して、類似団体で⽐較した。

 ※ 類似団体   市町村 態様 決定  要素    最   度合  
  強     容易   客観的 把握    ⼈⼝   産業構造    設定
　　された類型により、市町村を分別したものです。

合併関係市町村
旭市、海上町、飯岡町、⼲潟町
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〔歳⼊〕 

 
 

 
 

 
 
 

●市税 単位 千円 ●市税    市⺠税（個⼈） 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

袖ケ浦市 13,379,471 221,680円 1 ⽩井市 3,969,925 65,787円 1
君津市 17,183,487 192,709円 2 印⻄市 5,776,038 65,506円 2
印⻄市 16,280,597 184,638円 3 四街道市 5,237,356 60,390円 3
⽩井市 8,882,855 147,201円 4 袖ケ浦市 3,283,192 54,398円 4
茂原市 12,239,325 131,584円 5 君津市 4,683,343 52,523円 5
四街道市 10,894,275 125,617円 6 ⼤網⽩⾥市 2,490,208 49,692円 6
銚⼦市 8,354,735 118,996円 7 茂原市 4,498,548 48,364円 7
東⾦市 7,337,971 118,832円 8 富⾥市 2,411,692 47,208円 8
富⾥市 6,008,583 117,615円 9 銚⼦市 3,064,369 43,646円 9
旭市 7,161,408 103,701円 10 東⾦市 2,678,320 43,373円 10
⾹取市 8,445,776 101,921円 11 ⼋街市 3,084,161 42,126円 11
⼭武市 5,636,582 100,494円 12 旭市 2,904,769 42,063円 12
⼤網⽩⾥市 4,960,332 98,983円 13 ⾹取市 3,411,483 41,169円 13
⼋街市 7,058,931 96,418円 14 ⼭武市 2,162,544 38,556円 14

●市税    市⺠税（法⼈） 単位 千円 ●市税のうち、固定資産税 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

袖ケ浦市 1,365,352 22,622円 1 袖ケ浦市 7,592,227 125,793円 1
印⻄市 1,301,404 14,759円 2 君津市 10,165,038 113,999円 2
茂原市 1,020,516 10,972円 3 印⻄市 7,442,236 84,402円 3
東⾦市 589,135 9,540円 4 茂原市 5,304,305 57,026円 4
⼭武市 534,061 9,522円 5 ⽩井市 3,423,778 56,737円 5
銚⼦市 655,354 9,334円 6 銚⼦市 3,470,670 49,433円 6
君津市 721,400 8,090円 7 東⾦市 2,981,809 48,288円 7
⽩井市 481,087 7,972円 8 富⾥市 2,313,849 45,292円 8
富⾥市 397,971 7,790円 9 ⼭武市 2,435,280 43,418円 9
四街道市 639,797 7,377円 10 四街道市 3,726,808 42,972円 10
旭市 465,094 6,735円 11 ⾹取市 3,558,934 42,948円 11
⾹取市 462,437 5,581円 12 旭市 2,805,923 40,631円 12
⼋街市 385,521 5,266円 13 ⼤網⽩⾥市 1,906,271 38,039円 13
⼤網⽩⾥市 179,803 3,588円 14 ⼋街市 2,655,664 36,274円 14

●市税のうち、都市計画税 単位 千円 ●地⽅交付税 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

印⻄市 1,046,414 11,867円 1 ⼭武市 7,720,918 137,655円 1
⽩井市 551,039 9,131円 2 旭市 9,439,428 136,688円 2
袖ケ浦市 503,769 8,347円 3 ⾹取市 9,691,993 116,960円 3
四街道市 597,873 6,894円 4 銚⼦市 5,779,881 82,323円 4
銚⼦市 449,788 6,406円 5 ⼤網⽩⾥市 3,081,012 61,481円 5
東⾦市 389,572 6,309円 6 ⼋街市 3,950,427 53,959円 6
君津市 544,033 6,101円 7 東⾦市 3,261,810 52,822円 7
富⾥市 268,108 5,248円 8 印⻄市 3,206,493 36,365円 8
茂原市 445,690 4,792円 9 富⾥市 1,758,290 34,418円 9
旭市 239,112 3,462円 10 茂原市 2,945,897 31,671円 10
⾹取市 211,294 2,550円 11 四街道市 2,530,723 29,181円 11
⼋街市 115,792 1,582円 12 ⽩井市 1,078,551 17,873円 12
⼭武市 0 円 13 君津市 194,813 2,185円 13
⼤網⽩⾥市 0 円 13 袖ケ浦市 75,135 1,245円 14
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●使⽤料 単位 千円 ●⼿数料 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

茂原市 638,741 6,867円 1 銚⼦市 402,595 5,734円 1
袖ケ浦市 345,097 5,718円 2 旭市 294,148 4,259円 2
旭市 389,958 5,647円 3 袖ケ浦市 200,945 3,329円 3
⼭武市 311,538 5,554円 4 ⼋街市 223,751 3,056円 4
君津市 469,344 5,264円 5 四街道市 255,816 2,950円 5
東⾦市 299,166 4,845円 6 君津市 253,099 2,838円 6
⼤網⽩⾥市 237,643 4,742円 7 富⾥市 127,237 2,491円 7
⾹取市 388,270 4,686円 8 東⾦市 142,243 2,303円 8
印⻄市 390,964 4,434円 9 ⼤網⽩⾥市 105,564 2,107円 9
⼋街市 318,536 4,351円 10 ⼭武市 78,402 1,398円 10
銚⼦市 290,218 4,134円 11 印⻄市 83,582 948円 11
四街道市 331,543 3,823円 12 ⽩井市 38,319 635円 12
⽩井市 220,055 3,647円 13 ⾹取市 46,579 562円 13
富⾥市 94,024 1,840円 14 茂原市 50,802 546円 14

●国庫⽀出⾦ 単位 千円 ●県⽀出⾦ 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

袖ケ浦市 3,918,660 64,927円 1 旭市 2,353,870 34,085円 1
⾹取市 5,045,612 60,889円 2 ⾹取市 2,386,419 28,799円 2
旭市 3,759,851 54,445円 3 ⼭武市 1,324,690 23,618円 3
⼋街市 3,358,180 45,869円 4 ⼋街市 1,542,626 21,071円 4
四街道市 3,841,882 44,299円 5 袖ケ浦市 1,237,711 20,507円 5
東⾦市 2,682,408 43,439円 6 銚⼦市 1,359,642 19,365円 6
富⾥市 2,146,188 42,010円 7 印⻄市 1,609,298 18,251円 7
印⻄市 3,658,015 41,485円 8 富⾥市 930,596 18,216円 8
茂原市 3,816,772 41,034円 9 君津市 1,616,404 18,128円 9
銚⼦市 2,774,805 39,522円 10 茂原市 1,683,695 18,101円 10
君津市 3,386,811 37,982円 11 四街道市 1,468,426 16,932円 11
⽩井市 2,197,725 36,419円 12 東⾦市 1,025,281 16,603円 12
⼭武市 2,037,781 36,331円 13 ⼤網⽩⾥市 822,097 16,405円 13
⼤網⽩⾥市 1,732,133 34,565円 14 ⽩井市 887,297 14,704円 14

●財産収⼊ 単位 千円 ●寄附⾦ 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

富⾥市 121,939 2,387円 1 銚⼦市 32,135 458円 1
袖ケ浦市 131,028 2,171円 2 旭市 12,678 184円 2
⼭武市 109,124 1,946円 3 四街道市 13,032 150円 3
茂原市 133,254 1,433円 4 ⽩井市 6,627 110円 4
⼤網⽩⾥市 69,243 1,382円 5 茂原市 8,950 96円 5
⾹取市 98,142 1,184円 6 ⾹取市 5,550 67円 6
旭市 62,209 901円 7 ⼋街市 4,383 60円 7
印⻄市 76,491 867円 8 君津市 4,597 52円 8
銚⼦市 53,012 755円 9 ⼤網⽩⾥市 2,299 46円 9
君津市 53,703 602円 10 東⾦市 2,758 45円 10
東⾦市 14,157 229円 11 富⾥市 2,125 42円 11
⼋街市 15,159 207円 12 ⼭武市 2,001 36円 12
⽩井市 6,829 113円 13 印⻄市 1,561 18円 13
四街道市 8,792 101円 14 袖ケ浦市 731 12円 14
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〔歳出（性質別）〕 ※「性質別」とは、歳出を「経済的資質ごとに分類して表す⽅法」です。 

 
 

 
 

●諸収⼊ 単位 千円 ●地⽅債 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

印⻄市 5,059,067 57,375円 1 東⾦市 7,249,300 117,396円 1
⽩井市 1,263,582 20,939円 2 袖ケ浦市 2,417,290 40,051円 2
銚⼦市 1,449,215 20,641円 3 ⼤網⽩⾥市 1,766,600 35,252円 3
茂原市 1,385,245 14,893円 4 旭市 2,401,500 34,775円 4
⼭武市 818,820 14,599円 5 茂原市 3,196,600 34,367円 5
袖ケ浦市 667,886 11,066円 6 銚⼦市 2,197,800 31,303円 6
⾹取市 858,624 10,362円 7 四街道市 2,638,700 30,426円 7
君津市 868,638 9,742円 8 富⾥市 1,481,759 29,005円 8
⼋街市 705,067 9,630円 9 ⽩井市 1,465,446 24,284円 9
富⾥市 481,186 9,419円 10 ⼋街市 1,698,000 23,193円 10
旭市 607,031 8,790円 11 ⼭武市 818,820 14,599円 11
東⾦市 414,247 6,708円 12 ⾹取市 858,624 10,362円 12
四街道市 309,381 3,567円 13 君津市 823,900 9,240円 13
⼤網⽩⾥市 155,868 3,110円 14 印⻄市 460,000 5,217円 14

●⼈件費 単位 千円 ●扶助費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⼤網⽩⾥市 2,665,406 53,188円 1 ⼭武市 2,815,926 50,205円 1
東⾦市 3,291,244 53,299円 2 印⻄市 4,483,741 50,850円 2
⼋街市 3,956,411 54,040円 3 ⼤網⽩⾥市 2,586,436 51,612円 3
茂原市 5,034,631 54,127円 4 茂原市 5,429,081 58,368円 4
⽩井市 3,281,248 54,375円 5 東⾦市 3,611,168 58,480円 5
四街道市 5,024,103 57,931円 6 ⽩井市 3,577,475 59,284円 6
⾹取市 5,003,994 60,387円 7 銚⼦市 4,166,264 59,340円 7
富⾥市 3,348,637 65,548円 8 富⾥市 3,080,474 60,299円 8
⼭武市 3,686,091 65,719円 9 ⾹取市 5,155,661 62,217円 9
印⻄市 5,866,241 66,529円 10 旭市 4,313,875 62,467円 10
旭市 5,151,775 74,601円 11 君津市 5,596,985 62,769円 11
君津市 6,756,492 75,773円 12 袖ケ浦市 3,890,557 64,461円 12
銚⼦市 5,789,612 82,461円 13 四街道市 5,769,087 66,521円 13
袖ケ浦市 5,165,058 85,578円 14 ⼋街市 4,948,112 67,586円 14

●公債費 単位 千円 ●物件費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

袖ケ浦市 1,092,231 18,097円 1 茂原市 2,685,563 28,872円 1
富⾥市 1,061,432 20,777円 2 ⼤網⽩⾥市 1,518,989 30,311円 2
⼤網⽩⾥市 1,132,337 22,596円 3 東⾦市 2,157,761 34,943円 3
東⾦市 1,608,208 26,043円 4 ⾹取市 3,122,057 37,676円 4
⽩井市 1,591,814 26,379円 5 ⼋街市 2,909,019 39,734円 5
四街道市 2,344,193 27,030円 6 銚⼦市 2,890,087 41,163円 6
君津市 2,524,372 28,310円 7 富⾥市 2,151,892 42,122円 7
印⻄市 2,934,282 33,278円 8 ⽩井市 2,685,372 44,500円 8
⼋街市 2,471,194 33,754円 9 四街道市 3,925,923 45,268円 9
茂原市 3,578,173 38,469円 10 旭市 3,201,479 46,359円 10
⾹取市 3,370,700 40,677円 11 ⼭武市 2,760,492 49,216円 11
旭市 2,974,966 43,079円 12 印⻄市 4,445,129 50,412円 12
銚⼦市 3,202,677 45,616円 13 君津市 5,232,098 58,677円 13
⼭武市 2,889,895 51,523円 14 袖ケ浦市 4,084,221 67,670円 14
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●維持補修費 単位 千円 ●補助費等 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⼤網⽩⾥市 18,365 366円 1 四街道市 845,149 9,745円 1
富⾥市 36,056 706円 2 君津市 1,395,396 15,649円 2
⽩井市 48,879 810円 3 富⾥市 802,702 15,712円 3
茂原市 110,316 1,186円 4 銚⼦市 1,606,186 22,877円 4
君津市 122,191 1,370円 5 袖ケ浦市 1,501,506 24,878円 5
⾹取市 143,223 1,728円 6 ⼋街市 2,040,381 27,869円 6
⼋街市 133,104 1,818円 7 ⼤網⽩⾥市 1,880,781 37,531円 7
旭市 137,621 1,993円 8 茂原市 3,599,183 38,695円 8
印⻄市 182,710 2,072円 9 東⾦市 2,722,643 44,091円 9
⼭武市 122,578 2,185円 10 旭市 3,122,670 45,218円 10
銚⼦市 168,669 2,402円 11 ⽩井市 3,258,815 54,003円 11
東⾦市 181,932 2,946円 12 印⻄市 5,215,883 59,153円 12
袖ケ浦市 186,385 3,088円 13 ⼭武市 3,434,815 61,239円 13
四街道市 425,880 4,911円 14 ⾹取市 5,785,878 69,822円 14

●繰出⾦ 単位 千円 ●積⽴⾦ 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⽩井市 1,204,088 19,953円 1 東⾦市 17,800 288円 1
印⻄市 1,926,142 21,844円 2 ⼋街市 33,574 459円 2
四街道市 2,138,044 24,653円 3 ⼤網⽩⾥市 53,550 1,069円 3
⼋街市 1,850,690 25,279円 4 銚⼦市 106,016 1,510円 4
茂原市 2,789,423 29,989円 5 富⾥市 292,617 5,728円 5
富⾥市 1,649,989 32,298円 6 袖ケ浦市 456,632 7,566円 6
⼭武市 1,817,653 32,407円 7 ⾹取市 792,935 9,569円 7
君津市 2,954,711 33,136円 8 四街道市 845,590 9,750円 8
旭市 2,435,100 35,262円 9 ⽩井市 674,429 11,176円 9
袖ケ浦市 2,240,580 37,123円 10 茂原市 1,061,108 11,408円 10
東⾦市 2,326,547 37,676円 11 君津市 1,223,044 13,716円 11
銚⼦市 2,755,703 39,249円 12 ⼭武市 812,634 14,488円 12
⼤網⽩⾥市 1,998,599 39,882円 13 印⻄市 2,105,910 23,883円 13
⾹取市 3,516,981 42,442円 14 旭市 3,762,822 54,488円 14

●普通建設事業費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位

君津市 1,951,470 21,885円 1
⼋街市 1,711,203 23,373円 2
茂原市 2,558,125 27,502円 3
⽩井市 1,705,594 28,264円 4
銚⼦市 2,222,422 31,654円 5
東⾦市 2,008,590 32,527円 6
富⾥市 1,828,015 35,782円 7
⼭武市 2,184,039 38,939円 8
四街道市 3,390,537 39,095円 9
⼤網⽩⾥市 2,052,649 40,960円 10
⾹取市 3,949,770 47,665円 11
旭市 3,677,787 53,256円 12
印⻄市 5,235,361 59,374円 13
袖ケ浦市 5,754,849 95,350円 14
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〔歳出（⽬的別）〕 ※ ⽬的別    市    ⾏政⽬的          ⽀出       視点  分類  ⽅法    

 

 

 
 

 

●議会費 単位 千円 ●総務費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

茂原市 264,797 2,847円 1 ⼋街市 2,058,523 28,117円 1
印⻄市 254,690 2,888円 2 ⼤網⽩⾥市 1,560,308 31,136円 2
⾹取市 252,663 3,049円 3 東⾦市 1,989,162 32,213円 3
⼋街市 233,663 3,192円 4 銚⼦市 2,678,402 38,148円 4
⼤網⽩⾥市 168,236 3,357円 5 富⾥市 1,988,939 38,932円 5
銚⼦市 236,093 3,363円 6 茂原市 3,694,265 39,717円 6
旭市 233,182 3,377円 7 ⽩井市 2,544,002 42,158円 7
⽩井市 206,763 3,426円 8 四街道市 3,765,008 43,413円 8
四街道市 305,802 3,526円 9 印⻄市 3,896,876 44,194円 9
富⾥市 181,061 3,544円 10 袖ケ浦市 2,731,218 45,253円 10
君津市 318,665 3,574円 11 ⾹取市 4,182,091 50,468円 11
⼭武市 203,717 3,632円 12 君津市 4,783,347 53,644円 12
東⾦市 247,624 4,010円 13 ⼭武市 3,317,866 59,154円 13
袖ケ浦市 304,870 5,051円 14 旭市 6,704,128 97,080円 14

●⺠⽣費 単位 千円 ●衛⽣費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⼤網⽩⾥市 4,479,456 89,387円 1 富⾥市 1,228,001 24,037円 1
印⻄市 8,106,661 91,937円 2 四街道市 2,249,855 25,942円 2
⽩井市 5,658,797 93,774円 3 茂原市 2,772,064 29,802円 3
富⾥市 4,968,317 97,252円 4 ⼋街市 2,236,219 30,544円 4
茂原市 9,322,692 100,228円 5 ⼤網⽩⾥市 1,590,656 31,741円 5
四街道市 8,824,666 101,753円 6 ⾹取市 2,801,757 33,811円 6
東⾦市 6,284,395 101,770円 7 君津市 3,182,382 35,690円 7
銚⼦市 7,316,533 104,209円 8 袖ケ浦市 2,423,707 40,158円 8
⼋街市 7,640,955 104,368円 9 ⽩井市 2,429,265 40,256円 9
君津市 9,415,470 105,592円 10 ⼭武市 2,436,222 43,435円 10
⼭武市 5,934,527 105,806円 11 印⻄市 4,369,733 49,557円 11
⾹取市 8,938,447 107,866円 12 銚⼦市 3,611,180 51,434円 12
袖ケ浦市 6,837,291 113,285円 13 旭市 3,754,640 54,369円 13
旭市 7,865,952 113,904円 14 東⾦市 7,716,792 124,966円 14

●労働費 単位 千円 ●農林⽔産業費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⽩井市 0 円 1 四街道市 126,208 1,455円 1
富⾥市 0 円 1 ⽩井市 126,317 2,093円 2
⼤網⽩⾥市 0 円 1 印⻄市 245,281 2,782円 3
袖ケ浦市 1,697 28円 4 茂原市 405,585 4,360円 4
印⻄市 3,246 37円 5 君津市 435,981 4,889円 5
旭市 7,599 110円 6 ⼋街市 500,952 6,842円 6
⾹取市 13,629 164円 7 富⾥市 365,332 7,151円 7
銚⼦市 17,066 243円 8 袖ケ浦市 492,099 8,153円 8
茂原市 62,898 676円 9 銚⼦市 625,715 8,912円 9
君津市 60,835 682円 10 旭市 628,510 9,101円 10
四街道市 77,265 891円 11 ⼤網⽩⾥市 570,663 11,388円 11
東⾦市 63,026 1,021円 12 ⼭武市 707,353 12,611円 12
⼋街市 91,784 1,254円 13 ⾹取市 1,105,940 13,346円 13
⼭武市 118,153 2,107円 14 東⾦市 1,166,742 18,894円 14
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●商⼯費 単位 千円 ●⼟⽊費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

四街道市 118,512 1,367円 1 ⽩井市 1,037,975 17,201円 1
⼋街市 126,629 1,730円 2 ⼋街市 1,462,182 19,972円 2
⼭武市 153,242 2,732円 3 茂原市 1,923,544 20,680円 3
富⾥市 140,316 2,747円 4 東⾦市 1,278,768 20,708円 4
⽩井市 165,935 2,750円 5 ⼭武市 1,371,649 24,455円 5
⼤網⽩⾥市 139,203 2,778円 6 銚⼦市 1,832,248 26,097円 6
東⾦市 253,828 4,111円 7 君津市 2,330,226 26,133円 7
印⻄市 372,633 4,226円 8 ⼤網⽩⾥市 1,482,211 29,577円 8
君津市 402,296 4,512円 9 富⾥市 1,771,214 34,671円 9
銚⼦市 337,250 4,803円 10 四街道市 3,245,091 37,418円 10
旭市 427,418 6,189円 11 旭市 2,585,205 37,435円 11
⾹取市 676,179 8,160円 12 ⾹取市 3,717,208 44,858円 12
袖ケ浦市 505,839 8,381円 13 印⻄市 4,153,111 47,100円 13
茂原市 798,490 8,585円 14 袖ケ浦市 5,301,534 87,839円 14

●消防費 単位 千円 ●教育費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

四街道市 1,136,056 13,099円 1 ⼋街市 2,066,150 28,221円 1
東⾦市 813,084 13,167円 2 四街道市 2,585,561 29,813円 2
銚⼦市 981,878 13,985円 3 ⾹取市 2,806,228 33,865円 3
茂原市 1,325,873 14,254円 4 君津市 3,196,598 35,849円 4
富⾥市 746,042 14,603円 5 東⾦市 2,229,600 36,106円 5
⼤網⽩⾥市 744,472 14,856円 6 茂原市 3,427,287 36,847円 6
君津市 1,332,398 14,943円 7 旭市 2,589,542 37,498円 7
旭市 1,130,141 16,365円 8 富⾥市 1,965,067 38,465円 8
⼋街市 1,258,620 17,191円 9 ⼭武市 2,416,114 43,076円 9
⼭武市 1,065,835 19,003円 10 ⼤網⽩⾥市 2,196,139 43,824円 10
⽩井市 1,219,498 20,209円 11 銚⼦市 3,241,453 46,168円 11
袖ケ浦市 1,315,235 21,792円 12 ⽩井市 3,114,513 51,612円 12
印⻄市 2,016,972 22,874円 13 袖ケ浦市 3,595,463 59,572円 13
⾹取市 3,268,527 39,444円 14 印⻄市 6,079,850 68,951円 14

●災害復旧費 単位 千円 ●公債費 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

四街道市 0 円 1 袖ケ浦市 1,092,231 18,097円 1
⼋街市 5,743 78円 2 富⾥市 1,061,432 20,777円 2
⼤網⽩⾥市 12,502 249円 3 ⼤網⽩⾥市 1,132,337 22,596円 3
東⾦市 19,017 308円 4 東⾦市 1,608,208 26,043円 4
旭市 43,355 628円 5 ⽩井市 1,591,814 26,379円 5
⼭武市 35,270 629円 6 四街道市 2,344,193 27,030円 6
⽩井市 40,911 678円 7 君津市 2,524,372 28,310円 7
富⾥市 44,927 879円 8 印⻄市 2,934,282 33,278円 8
印⻄市 92,266 1,046円 9 ⼋街市 2,471,194 33,754円 9
茂原市 152,983 1,645円 10 茂原市 3,578,173 38,469円 10
袖ケ浦市 105,635 1,750円 11 ⾹取市 3,370,700 40,677円 11
君津市 165,836 1,860円 12 旭市 2,974,966 43,079円 12
銚⼦市 133,369 1,900円 13 銚⼦市 3,202,677 45,616円 13
⾹取市 3,015,690 36,392円 14 ⼭武市 2,889,895 51,523円 14
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〔その他〕 

 
 

 
 

  

●財政調整基⾦残⾼ 単位 千円 ●特定⽬的基⾦残⾼ 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位 ⾦額 1⼈当たり 順位

⼭武市 7,080,392 126,235円 1 ⼭武市 6,878,139 122,629円 1
⾹取市 7,508,202 90,607円 2 旭市 6,246,663 90,455円 2
旭市 5,245,158 75,953円 3 印⻄市 5,439,350 61,687円 3
印⻄市 6,686,089 75,827円 4 四街道市 5,239,323 60,412円 4
東⾦市 3,633,832 58,847円 5 ⾹取市 3,945,368 47,611円 5
袖ケ浦市 3,326,055 55,108円 6 ⼤網⽩⾥市 2,324,454 46,384円 6
⼤網⽩⾥市 2,008,869 40,087円 7 袖ケ浦市 2,453,357 40,649円 7
四街道市 3,166,883 36,516円 8 ⽩井市 1,246,798 20,661円 8
⽩井市 2,087,653 34,595円 9 君津市 1,131,124 12,685円 9
君津市 2,623,921 29,427円 10 銚⼦市 849,275 12,096円 10
茂原市 2,689,003 28,909円 11 東⾦市 555,919 9,003円 11
⼋街市 1,206,511 16,480円 12 富⾥市 288,846 5,654円 12
富⾥市 618,383 12,105円 13 ⼋街市 261,300 3,569円 13
銚⼦市 1,617 23円 14 茂原市 163,332 1,756円 14

●地⽅債残⾼ 単位 千円
⾦額 1⼈当たり 順位

銚⼦市 31,420,908 447,528円 1
茂原市 39,629,693 426,057円 2
⾹取市 34,666,575 418,345円 3
旭市 27,702,369 401,146円 4
⼭武市 20,193,412 360,024円 5
東⾦市 22,182,845 359,231円 6
富⾥市 14,075,314 275,517円 7
⼤網⽩⾥市 13,152,464 262,456円 8
⼋街市 18,489,921 252,553円 9
四街道市 21,816,016 251,551円 10
印⻄市 20,956,004 237,661円 11
⽩井市 13,559,822 224,705円 12
君津市 16,327,595 183,110円 13
袖ケ浦市 10,653,840 176,520円 14
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〔⽤語の説明〕 
市税 市民や市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金で、市民税、固

定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。 

個人市民税 前年１年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲

渡益などの所得に対して課される税であり、原則として１月１日現在の住所地

で課税されます。 

法人市民税 市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税であり、法人の収益に

応じて計算される法人税割と、法人の規模によって課される均等割を合算して

算出します。 

固定資産税 土地・家屋（住宅、店舗、工場、事務所等）・償却資産（事業のために用いる構

築物・機械等）を対象として、毎年１月１日現在に所有する方にその価格に応

じて納めていただく税金です。 

都市計画税 街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費

用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対

象として、毎年１月１日現在に所有する方に、土地及び家屋の価格に応じて、

固定資産税とあわせて納めていただく税金です。 

地方交付税

  

全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得

税、法人税、酒税、消費税、たばこ税といった国税の一定割合を財源とし

て、国が一定基準により市に交付するものです。（平成２７年度からたばこ税

は交付税の対象から外されます） 

使用料・手数料 使用料は、公共施設等の利用者から条例等に基づいて徴収する歳入です。 

手数料は、特定の者のために提供する役務に対して徴収する歳入です。 

国庫支出金 国と市が共同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、そ

れに基づいて、国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定の施

策の奨励、財政援助のための補助金などがあります。 

県支出金 県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するもの

と、国庫支出金を県が経費の全部又は一部として交付するものがあります。 

財産収入 財産収入には、財産運用収入と財産売却収入があり、市が所有する財産を貸し

付け、私権を設定し、出資し、交換し、又は売り払いしたことによって生ずる

現金収入です。 

寄附金 寄附金には、その使途を限定しない一般寄附金と、使徒を明示した指定寄附金、

さらに寄附を受ける際に一定の条件が付される負担付寄附金があります。 

諸収入 市税の延滞金、預金利子、貸付金元利収入、その他他の款に計上されない収入

をまとめたものです。 

地方債 地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担

する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。地方債

は原則として、公営企業（交通、ガス、水道など）の経費や建設事業費の財源

を調達する場合等、地方財政法第５条各号に掲げる場合においてのみ発行でき

ることとなっています。 

人件費 職員の給与や議員、特別職の職員への報酬などの経費です。 

扶助費 社会保障制度の一環として現金や物品などを支給される費用です。生活保護

法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づくもののほか、子ども医療費の

公費負担など市の施策として行うものも含まれます。 

公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 

物件費 人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的な費用（支出の効果が単年度

又は極めて短期間で終わるもの）の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。 

維持補修費 道路、公共用施設などを管理するために必要な経費です。 

補助費等 主に市が市内の団体などに補助するために交付する費用です。団体などへの補

助金の他に、一部事務組合負担金、報償費などが含まれます。 
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繰出金 一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするための経費です。

基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも含まれます。 

積立金 財政運営を計画的に行うため、又は財源の余裕がある場合に基金に積み立てる

ための経費です。 

普通建設事業費 道路の新設や施設の増改築・新設などの建設事業に要する費用です。工事請負

費、設計監理委託料のほか、資本形成に関係する補助金や人件費なども含まれ

ます。 

議会費 市議会運営のための経費です。 

総務費 人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や交通安全など他部門に属さない事業に

要する経費です。 

民生費 障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事

業に要する経費です。 

衛生費 健康対策、母子保健、廃棄物処理、公害対策などの事業に要する経費です。 

労働費 勤労者対策等に要する経費です。 

農林水産業費 農業振興などの事業に要する経費です。 

商工費 商工業振興などの事業に要する経費です。 

土木費 道路、河川、公園などの社会資本整備のための経費です。 

消防費 火災、風水害、地震、消防団活動、消防防災対策などの事業に要する経費です。

教育費 学校教育・生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの経費です。 

災害復旧費 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。

公債費 市債（市の借金）を返済する元利償還金（元金と利子）と一時的な借入れをし

た場合の支払利息のことをいいます。 

財政調整基金 財政調整基金とは、年度によって生じる財源の不均衡を調整するために、財源

に余裕がある年度に積み立てておくもので、市の貯金のことです。 

特定目的基金 公共施設の整備など、特定の目的を計画的に実施できるよう資金を積み立てる

市の貯金のことです。 

地方債 長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充て

るため、市が、政府や銀行などから調達する長期的な借入金です。 
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●この調査は、市の予算がどの年齢層にどれくらい使われているかを把握するため、平成２６年度一般会計決算額
　を年齢別に集計したものです。
●歳出決算額（節、摘要）について、その決算額がどの年齢層の市民のために使われたかにより区分しました。
●年齢層は、次のとおりです。
　　　①就学前児童（0歳以上6歳以下）
　　　②小学生（7歳以上12歳以下）
　　　③中学生（13歳以上15歳以下）
　　　④生産年齢人口（16歳以上64歳以下）
　　　⑤老年人口（65歳以上）
●複数の年齢層と重複する場合は、それぞれの年齢層で按分しています。（人口按分）
　

〔一般会計歳出〕

※調査は、一般会計ベースです。 ※年齢別の比率は、平成26年度末人口で算出しています。

〔歳出（目的別）〕

※全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率と同様です。 ※ほぼ全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率とほぼ
　同様です。

※就学前児童の比率が大きくなっています。 ※ほぼ全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率とほぼ
　同様です。

平成２６年度一般会計決算における年齢別の決算比に関する調査

7%
7%

3%

61%

22%

議会費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

27%

5%

1%
48%

19%

民生費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

6%
5%

2%

67%

20%

衛生費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

11%

16%

5%
48%

20%

一般会計決算における年齢別の決算比

(H２６決算)
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

4,205人, 7%
4,274人, 7%

1,875人, 3%

38,272人, 

61%

14,190人, 

22%

年齢層の比率
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

6%
6%

3%

63%

22%

総務費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)
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※0歳以上15歳以下に対する予算は使われていません。 ※ほぼ全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率とほぼ
　同様です。

※全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率と同様です。 ※全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率と同様です。

※小学生、中学生の比率が大きくなっています。 ※全ての年齢層に按分したので、年齢層の比率と同様です。

※老年人口の比率が大きくなっています。

0% 0% 0%

74%

26%

農林水産業費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

5%
6%

2%

68%

19%

商工費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

7%
7%

3%

61%

22%

土木費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

7%
7%

3%

61%

22%

消防費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

2%

62%
14%

16%

6%

教育費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

7%
7%

3%

61%

22%

公債費
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)

3%

17%

7%

24%

49%

諸支出金
就学前児童

(0歳以上6歳以下)

小学生

(7歳以上12歳以下)

中学生

(13歳以上15歳以上)

生産年齢人口

(16歳以上64歳以下)

老年人口

(65歳以上)
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決算額 比率 決算額 比率 決算額 比率 決算額 比率 決算額 比率 決算合計額

13,821,056 7% 14,047,846 7% 6,162,778 3% 125,792,976 61% 46,639,902 22% 206,464,559

１ 議会費 13,821,056 7% 14,047,846 7% 6,162,778 3% 125,792,976 61% 46,639,902 22% 206,464,559

153,223,289 6% 155,767,430 6% 68,334,594 3% 1,715,188,170 63% 635,460,736 22% 2,727,974,219

１ 総務管理費 137,439,261 6% 139,723,402 7% 61,296,532 3% 1,320,079,007 61% 488,967,241 23% 2,147,505,443

２ 徴税費 2,586,443 1% 2,628,885 1% 1,153,289 0% 244,916,320 72% 90,806,924 26% 342,091,861

３ 戸籍住民基本台帳費 11,866,324 7% 12,061,038 7% 5,291,167 3% 108,001,887 61% 40,043,550 22% 177,263,966

４ 選挙費 0 0% 1,000 0% 0 0% 18,408,329 73% 6,825,204 27% 25,234,533

５ 統計調査費 0 0% 0 0% 0 0% 11,666,098 73% 4,325,406 27% 15,991,504

６ 監査委員費 1,331,261 7% 1,353,105 7% 593,606 3% 12,116,529 61% 4,492,411 22% 19,886,912

1,439,217,537 27% 258,961,483 5% 78,778,039 1% 2,617,884,783 48% 1,006,695,528 19% 5,401,537,370

１ 社会福祉費 84,347,218 4% 85,731,274 5% 37,610,234 2% 792,332,885 43% 852,554,729 46% 1,852,576,340

２ 児童福祉費 1,318,554,782 45% 135,430,068 5% 24,584,917 1% 1,444,383,275 49% 0 0% 2,922,953,042

３ 生活保護費 36,315,537 6% 37,800,141 6% 16,582,888 3% 361,107,272 60% 154,140,799 25% 605,946,637

４ 国民年金費 0 0% 0 0% 0 0% 20,061,351 100% 0 0% 20,061,351

92,616,184 6% 89,369,022 5% 38,795,830 2% 1,067,213,234 67% 315,005,524 20% 1,602,999,794

１ 保健衛生費 35,394,492 5% 31,208,376 4% 13,280,807 2% 540,958,086 73% 119,887,408 16% 740,729,169

２ 清掃費 56,986,393 7% 57,921,485 7% 25,410,104 3% 524,113,558 61% 194,324,085 22% 858,755,625

３ 上水道費 235,299 7% 239,161 7% 104,919 3% 2,141,590 61% 794,031 22% 3,515,000

160,552 0% 163,186 0% 71,589 0% 96,640,989 74% 33,856,045 26% 130,892,361

１ 農業費 117,629 0% 119,559 0% 52,450 0% 95,875,951 74% 33,572,394 26% 129,737,983

２ 林業費 42,923 4% 43,627 4% 19,139 2% 765,038 66% 283,651 24% 1,154,378

6,975,623 5% 7,090,086 6% 3,110,415 2% 87,581,937 68% 23,811,097 19% 128,569,158

１ 商工費 6,975,623 5% 7,090,086 6% 3,110,415 2% 87,581,937 68% 23,811,097 19% 128,569,158

62,825,615 7% 63,856,523 7% 28,013,800 3% 579,686,331 61% 214,928,643 22% 949,310,912

１ 土木管理費 8,162,194 7% 8,296,128 7% 3,639,503 3% 74,288,578 61% 27,543,763 22% 121,930,166

２ 道路橋梁費 26,821,252 7% 27,261,363 7% 11,959,536 3% 244,114,854 61% 90,509,767 22% 400,666,772

３ 河川費 3,836,484 7% 3,899,437 7% 1,710,680 3% 34,917,935 61% 12,946,423 22% 57,310,959

４ 都市計画費 24,005,685 6% 24,399,595 7% 10,704,081 3% 226,364,964 61% 83,928,690 23% 369,403,015

73,735,368 7% 74,945,295 7% 32,878,434 3% 671,105,831 61% 248,823,990 22% 1,101,488,918

１ 消防費 73,735,368 7% 74,945,295 7% 32,878,434 3% 671,105,831 61% 248,823,990 22% 1,101,488,918

44,747,331 2% 1,815,100,599 62% 424,486,802 14% 468,134,204 16% 171,795,608 6% 2,924,264,544

１ 教育総務費 501,785 0% 365,685,660 69% 157,347,627 30% 5,521,112 1% 902,199 0% 529,958,383

２ 小学校費 2,313,500 0% 1,356,017,990 98% 1,031,584 0% 21,056,424 1% 7,807,030 1% 1,388,226,528

３ 中学校費 0 0% 0 0% 227,095,235 100% 0 0% 0 0% 227,095,235

４ 社会教育費 36,256,202 7% 39,723,969 7% 17,394,413 3% 331,662,201 61% 122,580,267 22% 547,617,052

５ 保健体育費 5,675,844 2% 53,672,980 23% 21,617,943 9% 109,894,467 48% 40,506,112 18% 231,367,346

93,863,024 7% 95,403,226 7% 41,853,310 3% 854,298,611 61% 316,745,853 22% 1,402,164,024

１ 公債費 93,863,024 7% 95,403,226 7% 41,853,310 3% 854,298,611 61% 316,745,853 22% 1,402,164,024

28,988,353 3% 186,606,680 17% 81,864,185 7% 263,838,823 24% 546,884,639 49% 1,108,182,680

１ 普通財産取得費

２ 下水道事業特別会計繰出金 5,235,833 7% 5,321,748 7% 2,334,646 3% 47,654,172 61% 17,668,601 22% 78,215,000

３ 学校給食共同調理場事業特別会計繰出金 0 0% 157,142,656 70% 68,938,344 30% 0 0% 0 0% 226,081,000

４ 公営企業費 4,935,868 7% 5,016,861 7% 2,200,892 3% 44,924,026 61% 16,656,353 22% 73,734,000

５ 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 18,815,822 7% 19,124,572 7% 8,389,933 3% 171,253,069 61% 63,495,011 22% 281,078,407

６ 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 386,275,000 100% 386,275,000

７ 後期高齢者医療特別会計繰出金 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 62,786,873 100% 62,786,873

８ 基金費 830 7% 844 7% 370 3% 7,555 61% 2,801 22% 12,400

2,010,173,932 11% 2,761,311,375 16% 804,349,777 5% 8,547,365,889 48% 3,560,647,566 20% 17,683,848,539

※　この調査は、市の予算がどの年齢層にどれくらい使われているかを把握するため、平成２６年度一般会計決算額を年齢別に集計したものです。

　（複数の年齢層と重複する場合は、それぞれの年齢層で按分しています。（人口按分））
　　 児童手当や子ども医療費などは一見すると、子どもをターゲットにした予算にも見えますが、いずれも一義的には保護者の経済的負担の軽減を目的とした
　 ものなので、今回の調査では、保護者が所属する区分である「生産年齢人口」に分類しています。

決算額なし

決算額なし

単位：円

歳出合計

就学前児童
(0歳以上6歳以下)

4,205人

7%

小学生
(7歳以上12歳以下)

4,274人

7%

　１０  災害復旧費

　１１  公債費

　１２  諸支出金

　６  商工費

　７  土木費

　８  消防費

　９  教育費

　３  民生費

　４  衛生費

　５  農林水産業費

H26年度末年齢別人口

年齢別人口比率

　１  議会費

平成２６年度一般会計決算における年齢別の決算比に関する調査資料

38,272人

61%

老年人口
(65歳以上)

14,190人

22%

　２  総務費

中学生
(13歳以上15歳以上)

1,875人

3%

生産年齢人口
(16歳以上64歳以下)
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●策定の経過 
 

■行政経営有識者会議関連 

平成２７年９月８日 ◎第１回行政経営有識者会議 （傍聴者 ２人） 

 ●委嘱状交付 ●会長・副会長の選出 ●行政経営有識者会議の概要 

 ●白井市の現状 ●今後のスケジュール 

 
１２月１１日 ◎第２回行政経営有識者会議 （傍聴者 ３０人） 

 ●小学校区単位の地域の現状について ●財政状況について 

 
平成２８年２月２４日 ◎第３回行政経営有識者会議 （傍聴者 ３５人） 

 ●第５次総合計画及び財政推計について ●財政状況について 

◎行政経営有識者会議委員の市内視察 

 
４月１２日 ◎第４回行政経営有識者会議 （傍聴者 ２２人） 

 ●行政経営指針の枠組みについて 

 
４月２０日 ◎行政経営有識者会議委員の市内視察 

 
４月２５日～５月９日 ◎「委員からの提案シート」作成の依頼 

 
５月１０日 ◎第５回行政経営有識者会議 （傍聴者 １７人） 

 ●行政経営指針の枠組みについて 

 
６月１４日 ◎第６回行政経営有識者会議 （傍聴者 ２３人） 

 ●行政経営指針の枠組みについて ●行政経営指針の基本方針２につ

いて 

 
７月１２日 ◎第７回行政経営有識者会議 （傍聴者 ２６人） 

 ●行政経営指針の基本方針２について 

◎行政経営有識者会議委員の市内視察 

 
９月１３日 ◎第８回行政経営有識者会議 （傍聴者 ２１人） 

 ●行政経営指針の基本方針２と３について 

 
１０月１１日 ◎第９回行政経営有識者会議 （傍聴者 １２人） 

 ●第８回会議における指摘事項の対応内容について ●公共施設等総

合管理計画素案について 
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１１月９日～２９日 ◎行政経営指針基本方針案に対する意見照会（委員に照会） 

 
１１月２９日 ◎第１０回行政経営有識者会議 （傍聴者 １３人） 

 ●行政経営指針の基本方針について 

 
１２月１３日 ◎第１１回行政経営有識者会議 （傍聴者 １６人） 

 ●行政経営指針の基本方針について ●公共施設等総合管理計画につ

いて 

 
２月１０日 ◎第１２回行政経営有識者会議 （傍聴者 １２人） 

 ●行政経営指針について ●公共施設等総合管理計画について 

 

■シンポジウム 

平成２９年３月１１日 ◎行政経営改革シンポジウム 

 ●第１部 河野太郎衆議院議員による基調講演 

      「国と地方の行政改革」 

 ●第２部 パネルディスカッション 

      「みんなで考えよう白井の行政経営改革」 

     ・コーディネーター 

       関谷昇氏（千葉大学法政経学部教授） 

     ・パネリスト 

       河野太郎氏（衆議院議員） 

       伊藤伸氏（構想日本総括ディレクター） 

       伊澤史夫（白井市長） 

 

■庁内関連 

平成２８年 

７月７日～１１日 

◎行政経営指針基本方針に関する職員アンケート 

 ●全職員を対象に基本方針に関するアンケートを実施（回答 ８６人）

 
９月１３日 ◎行政経営有識者会議委員と職員の意見交換会の実施 

 ●手上げ方式による職員募集 職員１２人参加 

 
平成２９年 

１月１７日～２７日 

◎行政経営指針基本方針案に対する職員意見の募集 

 ●全職員に対し基本方針案に対する意見募集（記述回答 ６４人） 
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●行政経営指針を推進するために 
 

 

 行政経営有識者会議は、平成２７年９月に設置されてから１年半にわたり、

市内視察や職員との意見交換を行いながら、全１２回の会議を重ね、行政経営

指針についてさまざまな議論を交わし、市として行政経営指針をとりまとめま

した。 

 今後、白井市が行政経営指針を着実に推進するために、委員のみなさんから

応援コメントをいただいたので、紹介します。 

 

 

 

  行政経営有識者会議委員名簿             （敬称略） 

氏名 所属 

会長 

伊藤 伸氏 
構想日本 総括ディレクター 

副会長 

関谷 昇氏 
千葉大学 法政経学部教授 

委員 

関 寛之氏 
㈱ちばぎん総合研究所 調査部部長 

委員 

沼尾 波子氏 
日本大学 経済学部教授 

委員 

吉田 寛氏 

公会計研究所 代表 

千葉商科大学 大学院教授 
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白井市行政経営有識者会議会長 

伊藤 伸 構想日本総括ディレクター 

 

 平成２７年９月から足掛け３年、１２回にわたって開催してきた行政経営有

識者会議。一般的な行政の審議会からすると、開催数が多く、かつ３時間の開

催の時もあるなど、私がこれまで参加してきた審議会の中では最も濃密だった

と言える。 

 今回、会長という任を仰せつかった。自分が最も年少。年齢は関係ないと思

いながらも不安を覚えることもあれば、個性的な委員の皆さんの舵取りがうま

くいかず「この会議は成立するのだろうか」と感じたこともあった。 

 しかし、今回できあがった行政経営指針は、自信の持てるものだと思う。事

務局（行政経営改革課）による事前の根回しをせず、シナリオを作らない会議

運営によりできる限り形式を排除したことで、委員間の本音の議論ができたの

ではないだろうか。「市民自治とは何か」「行政のあり方」など行政経営にお

けるそもそもの考え方がこの指針に記載されていることはその結果と考えてい

る。 

 この会議のもう一つの特徴は、毎回２０～４０名の傍聴者がいたこと。これ

ほどの傍聴者数は他の審議会ではあまり聞かない。さらに、傍聴者の中に若手

職員が多かったことも特筆すべきことである。上司が出る杭を伸ばす文化があ

るからなのだろうか、とにかく若手が元気で強い問題意識を持っていたと思

う。 

 また、その背景には、職員でも傍聴が可能な平日の夜開催にするなど、会議

での議論をいかにして可視化するかという事務局の前向きで貪欲な思いがあっ

たことも大きい。 

 今回作ったのはあくまでも計画であり、実行しなければ意味がない。実行の

段階においては、指針に書かれている「字面」だけに捉われず、ここに至るま

での議論のプロセスについても留意していただきたい。 

 

 １２年前、私が生まれて初めての講演を行った白井市にこのように深く関わ

ることができ、白井市を「自分事」として捉えるようになった。引き続き関わ

りを持ち続けていきたい。  
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白井市行政経営有識者会議副会長 

関谷 昇 千葉大学法政経学部教授 

 

 人口減少や少子高齢社会の本格化が見通される中、近年の自治体行政は、経

営的視点から財政のあり方を見直すことによって、効率的な行政運営を目指そ

うとしています。しかし、その大半は、コスト削減を通じた収支バランスの回

復に傾斜しており、その発想は依然として、税金を事業化して提供するという

「分配行政」に囚われているという実情があります。 

 いま問われているのは、そうした行政内部におけるやりくりの話だけでな

く、自治体行政のあり方そのものを根本からとらえ直し、いかなる形で地域の

課題解決に臨んでいくべきかを検討することです。そのためには、行政の原点

に立ち返って市民との関係を自覚し直すとともに、改めて市民は行政に何を委

ねているのか、行政は何を保障しなければならないのか、そのあり方を丁寧に

考えていくことが必要になります。有識者会議の意義は、まさにその核心に触

れたことです。 

 このたび示された行政経営指針の大きな特徴は、「市民自治」を全体の基軸

に据えていることです。地域の課題解決の起点は、行政ではなく市民です。そ

の市民がいかなる状況に置かれ、何を必要としているのか、それを確認するこ

とがすべてのまちづくりの原点なのです。市民が自分たちでできることは自分

たちで実践すること、そして市民のみではできないことは行政が取り組むこ

と、これこそが「市民自治」の考え方です。 

 しばしば「自助」「共助」「公助」といったことが言われますが、単なる行

政コストの削減といった発想であれば、「公助」を縮小して「自助」や「共

助」に委ねていくという話になりがちですが、それはあくまでも行政が起点と

なる発想であって、市民自治とは真逆のものです。重要なのは、まず「自助」

や「共助」によって何ができるのかを市民がしっかりと考え、実践するという

ことであり、その実効性と可能性に応じて「公助」の範囲やあり方が変わって

くるということです。行政経営は、まさにこの観点から考えられていくべきな

のです。 

 また、いかなる取り組みがどのような形で課題解決に結びつているのか、そ

れを多角的に検証しながら、ありうる資源を的確かつ柔軟に活かしていくこと

も求められます。ただ事業をしていればいいということではなく、何をどのよ

うに変えるのかを具体的に考えることが必要です。 

 白井市はこれから大きな挑戦をすることになるわけですが、真の課題を見失

うことなく、丁寧かつ大胆な歩みが展開されていくことを強く願う次第です。
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白井市行政経営有識者会議委員 

関 寛之 ㈱ちばぎん総合研究所調査部部長 

 

 ２０１４年５月、日本創生会議は「消滅可能性都市」の定義を公表し、千葉

県内５４市町村のうち２６市町村は消滅可能性都市に分類されました（ちなみ

に白井市は消滅可能性都市ではありません）。 

 一方、２０１５年度には、第２次安倍内閣のもとで、地方創生事業が動き出

し、地域の持続可能性を高めることを目的に、地域活性化事業が進められてい

ます。もっとも、自治体財政は将来的に厳しさが強まることが見込まれている

だけに、その方向性を大きく間違えた場合には「消滅可能性都市」が現実味を

帯びてくる可能性も否定できません。このように現在の自治体経営は、強弱入

り乱れた難しい環境下に置かれており、舵取りが極めて難しい状況といえます。 

 こうした状況下、白井市が「行政経営指針」を取りまとめたことは、誠に時

宜を得ているものと考えます。本指針では、「市民自治のまちづくり」を掲げ

ていますが、最終的にまちづくりの施策・事業を決定・推進していく過程にお

いて、自治体が大きな役割を担っていることは自明です。市内外のさまざまな

環境変化に対応しつつ、将来世代にわたって豊かな生活環境を維持・拡大して

いくためには、行政経営のガイドラインを定めることは必要不可欠といえます。 

 とりわけ、「選択と集中」の考え方を念頭においたメリハリの効いた財政運

営は重要です。限られた財源のなかで、まちづくりの課題に対応していくため

には、施策・事業の優先順位をどのような考え方で定義するかが問われますが、

本指針には、そのヒントが随所にちりばめられています。また、本指針では、

「多様な人材の育成と確保」をはじめ「人」にフォーカスを当てていることも

大きな特徴です。世の中の先進事例には必ずキーマンとなる人がいるように、

まちづくり活動は「人」づくりからと言っても過言ではないでしょう。 

 今回の会議を通して、白井市には官民ともに素敵な「夢」を持った人たちが

大勢いることが分かりました。その人たちの夢の実現に向けたパワーを結集で

きれば、白井市は誰もが暮らしてみたい憧れのまちになりうるものと思います

し、白井市にはそのポテンシャルがあります。 

 白井市のますますのご発展を期待しています。 
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白井市行政経営有識者会議委員 

沼尾 波子 日本大学経済学部教授 

 

 有識者会議は夜間の開催でしたが、毎回多くの方々が傍聴に来られていたこ

とが印象に残っています。地域の今や将来について、主体的に考えたいという

住民や行政職員の方々が、数多くおられる地域だということでしょう。こうし

た点で、白井市は大変珍しい地域だと感じています。 

 さらに、古くからのコミュニティによるつながりと、新しい暮らしを求めて

移り住んでこられた方々によるコミュニティのつながりの両方がある、古くて

新しいまちだということも大きな特徴だと感じました。市内各地区には様々な

住民ネットワークがあり、多様な住民の方々が暮らしておられます。それぞれ

の地区が持っている多様な個性と魅力を大切にしながら、それぞれのスタイル

で、参加型のまちづくりが進んでいくことを期待しています。 

 経済の低迷や人口減少により、国からの地方交付税や国庫支出金などの移転

財源に頼った従来型の財政運営は難しくなっています。近い将来、ますます厳

しくなると見込まれる国・地方の財政状況をふまえて、地域のなかで安心・安

全な暮らしをどのように維持するか、そのための財源をどのように確保するか

について、地域ぐるみで考えることが求められていくでしょう。 

 今後、白井市では、過去に住都公団（現：都市機構）による整備が行われて

きた地区でのインフラの維持管理や更新、あるいは少子高齢化時代の子育て支

援、医療・介護、低所得者対策や障がい者ケアなどへの一層の対応が求められ

ていくと考えられます。市では、中長期的な行財政需要について、一定の試算

を行っています。こうした試算等も手掛かりにしながら、行政や市民が、地域

の将来について、主体的に考え、サービスや負担のあり方を模索することが大

切です。ぜひとも、多様な担い手が集い、地域の将来を考える場を大切に育ん

でいってください。そのためには、人々が声を発し、その声がきちんと伝わっ

ていくような「場」と「関係」の構築が求められます。 

 行政には、地域住民のニーズをしっかり把握し、受け止めることが求められ

ます。国が決めたルールに従ってサービスを提供していればよいという時代で

はありません。住民との対話を重ねることで、地域課題を知り、それに対する

対応策を考えながら、行政が担うべき施策について検討することが必要です。

行政内部での情報共有や連携を図るとともに、風通しのよい職場環境、さらに

特定の職員に責任が集中するのではなく、協働で業務を担うことができる環境

を整えていくことが大切です。白井市が、古くて新しい地域の魅力を活かしな

がら、持続可能なまちづくりを推進されることを祈念しております。
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白井市行政経営有識者会議委員 

吉田 寛 公会計研究所代表・千葉商科大学大学院教授 

 

 そもそも「会計」という言葉は、金勘定でも数字合わせでもありません。こ

の人でいいのかを、その仕事と向き合ってどれほど役立ったのかを計る行為な

のです。 

 お店でお買い物をする時にするお会計は、簡単です。品物を手に取り吟味し

値札と比べて、買うか買わないかを決めます。これがお会計なのです。購入し

た品物が、良い品物であれば、またその商品を買うでしょうし、商品を売って

いた店の信用は高まり、顧客は増えます。「ありがとう」が増えていきます。 

 品物を手に取り吟味し値札と比べて買っても、使ってみたら不味いとか、使

えないという品物であれば、その品物がまた売れることはなく、その店から足

は遠のきます。「ありがとう」は、消えていきます。 

 多くの人が、会計として思い浮かべる会社の会計は、金勘定や数字合わせで

す。「資本金を預けて下さい。儲けます。そして配当をします。」と言う約束

を、経営者が株主とするからです。「本当に儲けたの？」という株主の疑問に

答える為に、金勘定をし、様々な取引で集められた数字を合せるのです。 

 本当は儲けていないのに配当をしていた時代がありました。株主は配当をも

らったので、文句を言いませんでした。そして、ある日その会社は潰れます。 

 このままではいけないと気付いた人たちが、会社の会計を「本当に儲けた

の？」かが分かるようにしてきました。社長に使われる経理職員が、「社長は、

損してます」と言うと首にされる危険があります。そこで、外部の会計士が監

査をして、社長の成績が良くても悪くても正しい会計である事を証明するよう

になりました。 

 「市民が必要としている」という理由で、市役所は多くの仕事をしています。

白井市には、３６１の事業があります。役所の仕事は、市民の税金を使います。

税金では足りないと、市債を発行します。現在の市民は、市のサービスを利用

しますから文句は言いません。 

 市債を返済するのは、サービスを受けた市民ではありません。子供達が払う

ことになります。こんな税金払いたくない。と言われないようにするには、市

長にも「お会計」が必要です。市の仕事の一つ一つに、税を負担する市民が

「ありがとう」といえるのかが分かるように、お会計が必要です。 

 「ありがとう」と言える仕事であれば継続し、言えないのであれば、その仕

事を任せられる人を探すのです。白井市民の「ありがとう」が増えるといいで

すね。 
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